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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

(注)1. 上記の金額には消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。 

2. 第37期中及び第37期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額は、潜在株式は存在するものの１株当たり中間(当期)純損失で

あるため記載しておりません。 

3. 第38期中より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号）を適用しております。 

回次 第37期中 第38期中 第39期中 第37期 第38期 

会計期間 
自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日 

自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日

自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日

自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日 

自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日

売上高 (百万円) 115,384 99,612 97,724 227,957 213,472 

経常利益 (百万円) 8,337 7,422 10,482 19,688 15,800 

中間(当期)純利益又は中間(当

期)純損失 (△) (百万円) 
△78,237 5,917 18,660 △68,099 15,685 

純資産額 (百万円) 24,331 36,193 56,018 37,399 46,613 

総資産額 (百万円) 207,196 248,931 277,466 243,981 250,535 

１株当たり純資産額（円） △16.00 143.09 370.19 91.89 225.37 

１株当たり中間(当期)純利益金

額又は１株当たり中間(当期)純

損失金額 (△) (円) 

△886.33 43.80 151.27 △696.91 121.16 

潜在株式調整後１株当たり中間

(当期)純利益金額 (円) 
― 32.83 110.78 ― 89.17 

自己資本比率 (％) 11.74 14.53 20.18 15.33 18.60 

営業活動によるキャッシュ・ 

フロー (百万円) 
4,225 △420 △11,122 1,044 △14,458 

投資活動によるキャッシュ・ 

フロー (百万円) 
23,770 △1,276 △1,515 27,190 △2,321 

財務活動によるキャッシュ・ 

フロー (百万円) 
△30,756 3,673 17,924 △22,521 1,908 

現金及び現金同等物の中間期末

(期末)残高 (百万円) 
22,079 32,528 20,968 30,553 15,679 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) (人) 

3,034 

(1,067) 

3,058 

(1,069) 

3,120 

(1,159) 

2,976 

(1,114) 

3,059 

(1,147) 



(2) 提出会社の経営指標等 

(注)1. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

2. 第37期中及び第37期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額は、潜在株式は存在するものの１株当たり中間(当期)純損失で

あるため記載しておりません。 

回次 第37期中 第38期中 第39期中 第37期 第38期 

会計期間 
自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日 

自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日

自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日

自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日 

自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日

売上高 (百万円) 90,632 79,560 77,341 182,631 164,894 

経常利益 (百万円) 7,059 6,157 10,055 17,298 12,795 

中間(当期)純利益又は中間(当

期)純損失 (△) (百万円) 
△79,218 5,442 18,681 △69,242 14,509 

資本金 (百万円) 59,539 11,889 11,907 11,763 11,889 

発行済株式総数 (千株) 

普通株式 

159,073 

優先株式 

25,600 

普通株式 

118,893 

優先株式 

18,600 

普通株式 

118,994 

優先株式 

11,500 

普通株式 

115,163 

優先株式 

25,600 

普通株式 

118,893 

優先株式 

18,600 

純資産額 (百万円) 17,484 28,558 45,543 29,971 37,170 

総資産額 (百万円) 171,073 214,396 256,927 205,470 225,020 

１株当たり純資産額 (円) △81.34 78.68 282.29 27.46 146.09 

１株当たり中間(当期)純利益金

額又は１株当たり中間(当期)純

損失金額 (△) (円) 

△897.38 39.71 151.44 △708.32 111.10 

潜在株式調整後１株当たり中間

(当期)純利益金額 (円) 
― 30.18 110.90 ― 82.43 

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 

普通株式 

― 

第１回Ａ種優先株式 

60.30 

第１回Ｂ種優先株式 

30.10 

第１回Ｃ種優先株式 

52.70 

普通株式 

7.50 

第１回Ａ種優先株式

80.00 

第１回Ｂ種優先株式

40.00 

  

  

自己資本比率 (％) 10.22 13.32 17.73 14.58 16.52 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) (人) 

567 

(255) 

595 

(250) 

616 

(285) 

549 

(255) 

585 

(256) 



２【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

(注)1. 上記従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外書きで記載し

ております。 

2. 全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい

るものであります。 

(2) 提出会社の状況 

(注)1. 上記従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（ ）内に当中間会計期間の平均人員を外書きで記載してお

ります。なお、兼務役員は含まれておりません。 

2. 上記表には他社への研修出向者2名が含まれております。また、上記表の他に関係会社等への出向者1名がお

ります。 

(3) 労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成19年9月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数 (人) 

不動産販売事業 463 (229) 

不動産管理事業 2,268 (620) 

不動産賃貸事業 27 (28) 

その他 277 (263) 

全社（共通） 85 (19) 

合計 3,120 (1,159) 

  平成19年9月30日現在

従業員数 (人) 616 (285) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績   

当中間連結会計期間の業績は、不動産販売事業が順調に推移し、新規のマンション販売においては下期引渡予定

物件の一部前倒しにより販売数量が増加し、投資用賃貸マンションの一棟販売を含めた土地・建物販売においては

利益率が大幅に上昇するなど、期初計画を大幅に上回り、売上高977億24百万円（前年同期比1.9％減）、営業利益

118億92百万円（同42.1％増）、経常利益104億82百万円（同41.2％増）を計上いたしました。 

また、税効果会計に伴う繰延税金資産を増額計上したことなどにより、中間純利益186億60百万円（同215.4％

増）を計上いたしました。 

事業の種類別セグメントの業績概況は以下のとおりであります。 

① 不動産販売事業 

新規マンションの販売におきましては、当中間連結会計期間の引渡戸数が1,296戸（前年同期比402戸減）となり

ましたが、一戸当たりの販売単価が上昇したことなどにより売上高462億59百万円（同0.7％減）を計上いたしまし

た。 

戸建住宅販売におきましては、条件付宅地分譲を含めて260区画（同71区画減）を引き渡し、売上高114億75百万

円（同29.6％減）を計上いたしました。 

また、投資用賃貸マンション3棟を引き渡したことに加え、コンバージョン事業などにおいても利益率が大幅に

上昇するなど好調に推移したことなどにより、不動産販売事業におきましては、売上高697億46百万円（同2.9％

減）、営業利益115億99百万円（同85.1％増）を計上いたしました。 

なお、当中間連結会計期間末における新規マンションの未契約完成在庫は96戸であります。 

（単位：百万円）

売上高の内訳                                      （単位：百万円）

※戸建住宅には、条件付宅地分譲を含む。 

※土地・その他には、リニュアルマンション販売（平成19年9月期：20戸、平成18年9月期：50戸）を含む。 

  平成19年9月期 平成18年9月期 前年同期比 増減率 (％) 

売上高 69,746 71,858 △2,111 △2.9 

営業利益 11,599 6,266 5,332 85.1 

  
平成19年9月期 平成18年9月期 前年同期比 

販売数量 金額 販売数量 金額 販売数量 金額 増減率(％)

新規マンション (戸) 1,296 46,259 1,698 46,585 △402 △325 △0.7 

戸建住宅 (区画) 260 11,475 331 16,292 △71 △4,817 △29.6 

投資用賃貸マンション 

(棟) 
3 4,778 ― ― 3 4,778 ― 

コンバージョン・リノ

ベーション (件) 
6 2,277 9 1,216 △3 1,061 87.3 

土地・その他 (件) 25 4,956 72 7,764 △47 △2,808 △36.2 

合計  ― 69,746 ― 71,858 ― △2,111 △2.9 



契約の状況                                       （単位：百万円）

※戸建住宅には、条件付宅地分譲を含む。 

※土地・その他には、リニュアルマンション販売（平成19年9月期：20戸、平成18年9月期：53戸）を含む。 

② 不動産管理事業 

不動産管理事業におきましては、マンションの管理戸数が前年同期比6,321戸増加の131,497戸と堅調に推移しま

したが、ビル・厚生施設管理においては解約に伴い減益となったこと、また、営業費用が増加したことなどによ

り、売上高95億91百万円（同1.5％増）、営業利益6億45百万円（同12.7％減）を計上いたしました。 

（単位：百万円）

③ 不動産賃貸事業 

不動産賃貸事業におきましては、マンションのサブリース事業を中心に展開した結果、受託戸数が前年同期比

767戸増加の7,062戸となり、空室率も1.0％低下いたしましたが、営業費用が増加したことなどにより、売上高66

億17百万円（同12.6％増）、営業利益17百万円（同85.2％減）を計上いたしました。 

（単位：百万円）

④ その他事業 

・不動産仲介事業 

不動産仲介事業におきましては、一般仲介は順調に推移した一方で、法人仲介においては減収となったことなど

により、売上高9億10百万円（同18.1％減）を計上いたしました。 

・工事事業 

工事事業におきましては、受託管理物件の修繕工事は順調に推移した一方で、オフィス改修工事及びモデルルー

ムの設営工事等の受注が減少したことなどにより、売上高71億79百万円（同18.0％減）を計上いたしました。 

  
平成19年9月期 平成18年9月期 前年同期比 

契約数量 金額 契約数量 金額 契約数量 金額 増減率(％)

新規マンション (戸) 1,208 38,819 1,646 53,905 △438 △15,086 △28.0 

戸建住宅 (区画) 257 11,665 203 9,360 54 2,305 24.6 

投資用賃貸マンション

(棟) 
3 4,778 1 1,260 2 3,518 279.2 

コンバージョン・リノ

ベーション (件) 
6 2,200 11 1,254 △5 945 75.4 

土地・その他 (件) 25 4,912 70 5,598 △45 △685 △12.2 

合計  ― 62,376 ― 71,378 ― △9,002 △12.6 

  平成19年9月期 平成18年9月期 前年同期比 増減率 (％) 

売上高 9,591 9,445 145 1.5 

営業利益 645 740 △94 △12.7 

 マンション管理戸数 131,497 125,176 6,321 5.0 

  分譲マンション (戸) 120,631 115,054 5,577 4.8 

  賃貸マンション (戸) 10,866 10,122 744 7.4 

 ビル・厚生施設管理棟数 267 319 △52 △16.3 

  平成19年9月期 平成18年9月期 前年同期比 増減率 (％) 

売上高 6,617 5,875 741 12.6 

  賃貸 42 37 5 14.3 

  転貸（サブリース） 6,575 5,838 736 12.6 

営業利益 17 120 △102 △85.2 

転貸マンション数 (戸) 7,062 6,295 767 12.2 

空室率 (％) 3.9 4.8 △1.0 ― 



上記事業に加え、不動産コンサルティング事業、当社分譲住宅のお客様に対するインテリア販売、たな卸資産の

一時的賃貸、海外事業などを合計した結果、その他事業におきましては、売上高142億81百万円（同7.9％減）、営

業利益3億33百万円（同65.8％減）を計上いたしました。 

（単位：百万円）

(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、209億68百万円

となりました。〔前年同期末は325億28百万円〕 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前中間純利益が104億88百万円であった一方で、仕入債

務が204億36百万円減少し、たな卸資産が150億61百万円増加したことなどから、111億22百万円の資金の減少とな

りました。〔前年同期は4億20百万円の減少〕 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出があったことなどから、15億15百万

円の資金の減少となりました。〔前年同期は12億76百万円の減少〕 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、優先株式の償還や配当金の支払いによる資金減少があった一方で、事業

用地の仕入に伴う資金調達を行ったことなどから、179億24百万円の資金の増加となりました。 

〔前年同期は36億73百万円の増加〕 

２【生産、受注及び販売の状況】 

生産、受注及び販売の状況については、「１ 業績等の概要」における各事業の種類別セグメント業績に関連付け

て記載しております。 

３【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  平成19年9月期 平成18年9月期 前年同期比 増減率 (％) 

売上高 14,281 15,505 △1,224 △7.9 

  不動産仲介 910 1,111 △200 △18.1 

     仲介 805 978 △172 △17.6 

     販売受託 105 133 △28 △21.4 

  工事 7,179 8,756 △1,576 △18.0 

  その他 6,190 5,638 552 9.8 

営業利益 333 976 △642 △65.8 

不動産仲介取扱件数 621 619 2 0.3 

  仲介 430 491 △61 △12.4 

  販売受託 191 128 63 49.2 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

該当事項はありません。  



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1)【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

(注)1. 「提出日現在発行数」欄には、平成19年12月1日から半期報告書提出日までの新株予約権の行使により増加した

普通株式数は含まれておりません。 

2. 権利の内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

3. 第１回Ａ種優先株式の内容は、次のとおりであります。 

1．優先配当金 

(1) 第１回Ａ種優先配当金 

当社は、期末配当金の支払いを行うときは、第１回Ａ種優先株式を有する株主（以下「第１回Ａ種優先株

主」という。）又は第１回Ａ種優先株式の登録株式質権者（以下「第１回Ａ種優先登録株式質権者」とい

う。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）及び普通株式の登録株式質権者（以下

「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、かつ下記8.(1)の定める支払順位に従い、第１回Ａ種優先株

式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「第１回Ａ種優先配当金」という。）を支払う。但し、当該

事業年度において下記(3)に定める金額の優先中間配当金（以下「第１回Ａ種優先中間配当金」という。）

を支払ったときは、当該第１回Ａ種優先中間配当金を控除した額とし、これに優先して支払われる第１回Ａ

種累積未払配当金は控除しないものとする。 

(2) 第１回Ａ種優先配当金の額 

第１回Ａ種優先配当金の額は、第１回Ａ種優先株式の発行価額（1,000円）に、それぞれの事業年度毎に

8.0％を乗じて算出した額とする。 

(3) 第１回Ａ種優先中間配当金 

当社は、中間配当金の支払いを行うときは、第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対

し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、かつ下記8.(2)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める

額の２分の１を限度（かかる限度額からは、これに優先して支払われる第１回Ａ種累積未払配当金は控除し

ない。）として、取締役会の決議で定める額の金銭（以下「第１回Ａ種優先中間配当金」という。）を支払

うものとする。 

(4) 累積条項 

ある事業年度において第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対して支払う１株当たり配

当金（中間配当金を含む。）の額が上記(2)に定める第１回Ａ種優先配当金の額に達しないときは、その不

足額は翌事業年度以降に累積するものとする（以下「第１回Ａ種累積未払配当金」という。）。第１回Ａ種

累積未払配当金は、翌事業年度以降、下記8.(3)の定める支払順位に従い、全ての種類の株主に対する配当

金に先立って支払われるものとする。 

種類 発行可能株式総数 (株) 

普通株式  150,097,099 

 Ａ種優先株式 11,500,000 

 Ｂ種優先株式 10,100,000 

 Ｃ種優先株式 4,000,000 

計 175,697,099 

種類 
中間会計期間末現在 

発行数 (株) 
(平成19年9月30日) 

提出日現在発行数 (株) 
(平成19年12月18日) 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 118,994,727 119,008,727 ジャスダック証券取引所 (注)2 

 第１回Ａ種優先株式 11,500,000 11,500,000 非上場・非登録 (注)3 

計 130,494,727 130,508,727 ― ― 



(5) 非参加条項 

第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対しては、第１回Ａ種優先配当金を超えて配当は

行わない。 

2. 残余財産の分配 

当社の残余財産の分配をするときは、第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対し、普通株

主及び普通登録株式質権者に先立ち、かつ下記8.(4)の定める支払順位に従い、第１回Ａ種優先株式１株につ

き第１回Ａ種優先株式の発行価額（1,000円）に第１回Ａ種累積未払配当金相当額及び１株につき残余財産の

分配日の属する事業年度における第１回Ａ種優先配当金の額を残余財産の分配日の属する事業年度の初日から

残余財産の分配日までの日数（初日及び分配日を含む。）で日割り計算した額（円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入する。）を加えた金額を支払う。但し、当該事業年度において第１回Ａ種優先

中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を支払うものとする。 

第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。

3. 株主との合意による取得 

当社は、全てのＢ種優先株式及びＣ種優先株式が転換（取得と引換えに普通株式を交付することを意味する、

以下同じ。）、償還（取得と引換えに金銭を交付することを意味する、以下同じ。）又は当社に取得されるま

での間、第１回Ａ種優先株主との合意により当該第１回Ａ種優先株式を有償で取得することはできない。ま

た、当社は、法令に定めある場合を除き、全てのＡ種優先株式が転換、償還又は当社に取得されるまでの間、

普通株主との合意により普通株式を有償で取得することはできない。なお、当社が第１回Ａ種優先株式を有償

で取得する場合において、第１回Ａ種優先株式以外の株式の株主は、当社に対して自己の保有する第１回Ａ種

優先株式以外の株式の取得を求めることはできない。 

4. 強制償還 

当社は、全てのＢ種優先株式及びＣ種優先株式が転換、償還又は当社に取得された後は、いつでも当社の取締

役会が別に定める日（以下「償還日」という。）をもって、第１回Ａ種優先株主の意思にかかわらず第１回Ａ

種優先株式の全部又は一部を償還すること（以下「強制償還」という。）ができる。一部について強制償還を

する場合は、抽選又は各Ａ種優先株主の保有するＡ種優先株式の数に応じた按分比例により行う。償還価額

（取得と引換えに交付する金銭の額を意味する。）は、１株につき下記に定める金額に、第１回Ａ種累積未払

配当金相当額及び償還日の属する事業年度における第１回Ａ種優先配当金の額を償還日の属する事業年度の初

日から償還日（初日及び償還日を含む。）までの日数で日割り計算した額（円位未満小数第２位まで算出し、

その小数第２位を四捨五入する。）を加算した額とする。但し、当該事業年度において第１回Ａ種優先中間配

当金を支払ったときは、その額を控除した金額とする。 

  平成18年6月29日まで 1,030円（発行価額の103％） 

  平成19年6月29日まで 1,020円（発行価額の102％） 

  平成20年6月29日まで 1,010円（発行価額の101％） 

  平成20年6月30日以降 1,000円 

5. 議決権 

第１回Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

6. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 

当社は、法令に定める場合を除き、第１回Ａ種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。当社は、第

１回Ａ種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当て又

は新株予約権無償割当ては行わない。 

7. 普通株式への転換請求権 

第１回Ａ種優先株主は、下記(1)の定める転換を請求することができる期間中、下記(2)の定める転換の条件

で、当社に対し、第１回Ａ種優先株主が有する第１回Ａ種優先株式の転換を請求することができる。 

(1) 転換を請求することができる期間 

平成27年6月30日以降の毎月10日（当該日が営業日でない場合は翌営業日）とする。 

(2) 転換の条件 

第１回Ａ種優先株式は、１株につき下記(イ)乃至(ハ)に定める転換価額により、当社の普通株式に転換する

ことができる。 

(イ) 当初転換価額 

374円30銭 



(ロ) 転換価額の修正 

転換価額は、平成27年6月30日以後、毎月8日（当該日が営業日でない場合は翌営業日）（以下「転換価額

修正日」という。）に、各転換価額修正日に先立つ45取引日（以下「取引日」というときは終値（気配表

示を含む。）のない日を除く。）目に始まる30取引日（以下それぞれ「時価算定期間」という。）の上場

証券取引所（但し、当社の普通株式にかかる株券の上場する証券取引所が複数の場合は、当該期間におけ

る当社普通株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と判断される主たる証券取引所をいう。以下同

じ。）における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値の90％に相当する

金額に修正される（修正後転換価額は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

なお、上記の時価算定期間内に、下記(ハ)で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値

は、下記(ハ)に準じて取締役会の決議により客観的に合理的な値に調整される。）。但し、上記計算の結

果、修正後転換価額が当初転換価額の70％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第

２位を四捨五入する。以下「下限転換価額」という。但し、下記(ハ)により調整される。）を下回る場合

には下限転換価額をもって修正後転換価額とする。 

(ハ) 転換価額の調整 

① 転換価額は、第１回Ａ種優先株式の発行日以降、下記②に掲げる各事由により、次の算式（以下「転換価

額調整式」という。）に従って調整される。 

  

  

② 転換価額調整式により第１回Ａ種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用

時期については、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 下記⑤(ⅱ)に定める時価を下回る払込価額をもって普通株式を新たに発行又は当社の有する当社の

普通株式を処分する場合（無償割当てを含む。但し、転換される証券若しくは転換できる証券又は

当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債の転換又は行使による場

合及び平成17年6月30日のUnison Capital PartnersⅡ,L.P.、Unison Capital PartnersⅡ(F),L.P.

及び UC Astro Investor,L.P.に対する当社普通株式の発行を除く。）。調整後の転換価額は、払

込期日（払込期間を定めた場合には、出資の履行をした日。無償割当ての場合には効力発生日）の

翌日以降、但し、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日（無償割当てにかかる

基準日を定めた場合は当該基準日。以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 株式の分割をする場合。 

調整後の転換価額は、株式の分割にかかる基準日の翌日以降これを適用する。但し、株主総会にお

ける決議を条件として株式の分割をする旨取締役会で決議する場合で、当該株主総会の終結の日以

前の日を株式の分割にかかる基準日とする場合には、調整後の転換価額は、当該決議をした株主総

会の終結の翌日以降、これを適用する。 

なお、上記但し書において、株式の分割にかかる基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに

転換をなした者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を新たに発行する。 

  

この場合に、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

(ⅲ) 転換又は権利行使により交付される普通株式１株当たりの払込価額が、下記⑤(ⅱ)に定める時価を

下回る価額をもって転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求でき

る新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合（無償割当ての場合を含む。但し、平成17

年6月30日の当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権の発行を除く。）。 

調整後の転換価額は、交付される証券又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の全てが当初の転

換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出

するものとし、払込期日（払込期間を定めた場合には出資の履行をした日。新株予約権が発行され

る場合には割当日又は無償割当ての効力発生日）の翌日以降これを適用する。但し、その証券の募

            新発行・処分
× 

１株当たりの 

        既発行 
＋ 

普通株式数 発行・処分価額

調整後 
＝ 

調整前 
× 

普通株式数 １株当たりの時価  

転換価額  転換価額 既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数  

   
(調整前転換価額－調整後転換価額) × 

調整前転換価額をもって転換により 

株式数 ＝ 
当該期間内に発行された株式数 

調整後転換価額 



集にかかる株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

(ⅳ) 転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若しく

は新株予約権付社債であって、転換価額又は行使価額が発行日に決定されておらず発行日以降の一

定の日（以下「価額決定日」という。）の時価を基準として決定されるものを発行した場合におい

て、決定された転換価額又は権利行使により発行される普通株式１株当たりの払込価額が下記⑤

(ⅱ)に定める時価を下回る場合（無償割当ての場合を含む）。 

調整後の転換価額は、当該価額決定日の時点で残存する証券又は新株予約権若しくは新株予約権付

社債の全てが転換され又は行使されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものと

し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。 

③ 当社は、上記②に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決

議により客観的に合理的な転換価額の調整を行うものとする。 

(ⅰ) 株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、又は合併等のために転換価額の調整を必要とすると

き。 

(ⅱ) その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要と

するとき。 

(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算

出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

④ 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が１円未満にとどまる限

りは、転換価額の調整は行わない。但し、この差額相当額は、その後転換価額の調整を必要とする事由が

発生した場合に算出される調整後の転換価額にそのつど算入する。 

⑤  (ⅰ) 転換価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨

五入する。 

(ⅱ) 転換価額調整式に使用する時価は、調整後転換価額を適用する日（但し、上記②(ⅱ)但し書きの場

合には当該基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の上場証券取引所における当社の普通株

式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値とし、その計算は円位未満小数第２位ま

で算出し、その小数第２位を四捨五入する。 

(ⅲ) 転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換

価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその

日、又は株主割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行

済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。 

(ニ) 転換により交付すべき普通株式の数の算定方法 

第１回Ａ種優先株式の転換により交付すべき当社の普通株式の数の算定方法は、次のとおりとする。 

転換により発行すべき普通株式数の算出にあたって、１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨

て、現金による調整は行わない。 

8. 優先順位 

(1) Ａ種優先配当金、Ｂ種優先配当金及びＣ種優先配当金の支払順位は、Ｂ種優先配当金を第１順位とし、Ａ種

優先配当金及びＣ種優先配当金を第２順位（それらの間では同順位）とする。 

(2) Ａ種優先中間配当金、Ｂ種優先中間配当金及びＣ種優先中間配当金の支払順位は、Ｂ種優先中間配当金を第

１順位とし、Ａ種優先中間配当金及びＣ種優先中間配当金を第２順位（それらの間では同順位）とする。 

(3) Ａ種累積未払配当金、Ｂ種累積未払配当金及びＣ種累積未払配当金の支払順位は、Ｂ種累積未払配当金を第

１順位とし、Ａ種累積未払配当金及びＣ種累積未払配当金を第２順位（それらの間では同順位）とする。 

(4) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式に対する残余財産の分配の支払順位は、Ｂ種優先株式にかか

る残余財産の分配の支払を第１順位とし、Ａ種優先株式及びＣ種優先株式にかかる残余財産の分配の支払を

第２順位（それらの間では同順位）とする。 

9. 上記各項のほか、第１回Ａ種優先株式発行要項は各種の法令に基づく必要手続の効力発生を要件とする。 

    第１回Ａ種優先株主が転換請求   当該転換請求された第１回

    のために提出した第１回Ａ種 ＋ Ａ種優先株式の第１回Ａ種 

転換により交付 
＝ 

優先株式の発行価額の総額   累積未払配当金の総額 

すべき普通株式の数 転換価額 



(2)【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権に関する事項は次のとおりであります。 

第１回新株予約権（平成17年6月29日定時株主総会決議） 

(注)1. 各本件新株予約権の目的となる株式数（以下、「付与株式数」という。）は新株予約権１個につき、1,000

株とする。また、付与株式数の調整につきましては、次のとおりであります。 

① 付与株式数は、本件新株予約権の発行日以降、下記②に掲げる各事由により、次の算式（以下、「付与株式

数調整式」という。）に従って調整され、本件新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に

当該時点で行使又は消却されていない本件新株予約権（自己新株予約権を除く）の総数を乗じた数とする。

この場合に、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。上記算式

における調整前払込価額及び調整後払込価額は、下記(注)2における調整前払込価額及び調整後払込

価額をいう。 

② 付与株式数調整式により本件新株予約権の付与株式数の調整を行う場合については、次に定めるところによ

る。なお、当該調整後付与株式数を適用する日については、下記(注)2の規定を準用する。 

(ⅰ) 下記(注)2⑤(ⅱ)に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又は当社の

有する当社の普通株式を処分する場合（但し、当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券

又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権の転換又は行使による場合及び平成17年6月30日の

Unison Capital PartnersⅡ,L.P.、Unison Capital PartnersⅡ(F),L.P.及びUC Astro Investor,L.P.に

対する当社普通株式の発行を除く。）。 

(ⅱ) 株式の分割により普通株式を発行する場合。 

(ⅲ) 転換又は権利行使により発行される普通株式１株当たりの発行価額が下記(注)2⑤(ⅱ)に定める時価を下

回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を

請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合。 

 
中間会計期間末現在 
(平成19年9月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日) 

新株予約権の数 385個 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 (注)1 385,000株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 新株予約権１個につき  140,000円 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年9月30日 

至 平成27年6月29日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 

資本組入額 

１株につき 140円 

１株につき  70円 
同左 

新株予約権の行使の条件 
各本件新株予約権の一部行使はで

きないこととする。 
同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本件新株予約権を譲渡するとき

は、当社取締役会の承認を要する

ものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
― ― 

 調整後付与株式数 ＝ 
調整前付与株式数 × 調整前払込価額 

調整後払込価額 



(ⅳ) 当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予

約権若しくは新株予約権付社債であって、転換価額又は行使価額が発行日に決定されておらず発行日以降

の一定の日（以下、「価額決定日」という。）の時価を基準として決定されるものを発行した場合におい

て、決定された転換価額又は権利行使により発行される普通株式１株当たりの発行価額が下記(注)2⑤

(ⅱ)に定める時価を下回る場合。 

③ 当社は、上記②に定める付与株式数の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決

議により客観的に合理的な付与株式数の調整を行うものとする。 

(ⅰ) 株式の併合、資本の減少、会社分割、又は合併等のために付与株式数の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により付与株式数の調整を必要とする

とき。 

(ⅲ) 付与株式数を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の付与株式数の算出

にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

④ 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予

約権原簿に記載された各本件新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という。）に通知する。た

だし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。

2. 各本件新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各本件新株予約権の行使により発行又は移転する株

式１株当たりの払込金額（以下、「払込価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。また、払込価

額の調整につきましては、次のとおりであります。 

① 払込価額は、本件新株予約権の発行日以降、下記②に掲げる各事由により、次の算式（以下、「払込価額調

整式」という。）に従って調整される。 

② 払込価額調整式により本件新株予約権の払込価額の調整を行う場合及びその調整後の払込価額の適用時期に

ついては、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 下記⑤(ⅱ)に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又は当社の有する

当社の普通株式を処分する場合（但し、当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当

社の普通株式の交付を請求できる新株予約権の転換又は行使による場合及び平成17年6月30日の

Unison Capital PartnersⅡ,L.P.、Unison Capital PartnersⅡ(F),L.P.及び UC Astro Investor,L.P.に

対する当社普通株式の発行を除く。）。調整後の払込価額は、払込期日の翌日以降、又は募集のための株

主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 株式の分割により普通株式を発行する場合。 

調整後の払込価額は、株式の分割のための割当期日の翌日以降これを適用する。但し、株主総会における

決議を条件として株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該株主総会の終

結の日以前の日を株式の分割のための割当期日とする場合には、調整後の払込価額は、当該決議をした株

主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。 

なお、上記但し書きにおいて、株式の分割のための割当期日の翌日から当該株主総会の終結の日までに払

込をなした者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を新たに発行する。 

この場合に、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

            新発行・処分 
× 

１株当たりの 

        既発行普通 
＋ 

普通株式数 発行・処分価額 

調整後 
＝ 

調整前 
× 

株式数 １株当たりの時価 

払込価額 払込価額 既発行普通株式数 ＋ 新発行・処分普通株式数 

    
(調整前払込価額－調整後払込価額) × 

調整前払込価額をもって払込によ 

株式数 ＝ 
り当該期間内に発行された株式数 

調整後払込価額 



(ⅲ) 転換又は権利行使により発行される普通株式１株当たりの発行価額が下記⑤(ⅱ)に定める時価を下回る価

額をもって当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求で

きる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合。 

調整後の払込価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の全てが当初の転換価額

で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして払込価額調整式を準用して算出するものと

し、払込期日（新株予約権が無償にて発行される場合は発行日）の翌日以降これを適用する。但し、その

証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

(ⅳ) 当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予

約権若しくは新株予約権付社債であって、転換価額又は行使価額が発行日に決定されておらず発行日以降

の一定の日（以下、「価額決定日」という。）の時価を基準として決定されるものを発行した場合におい

て、決定された転換価額又は権利行使により発行される普通株式１株当たりの発行価額が下記⑤(ⅱ)に定

める時価を下回る場合。 

調整後の払込価額は、当該価額決定日の時点で残存する証券又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の

全てが転換され又は行使されたものとみなして払込価額調整式を準用して算出するものとし、当該価額決

定日の翌日以降これを適用する。 

③ 当社は、上記②に定める払込価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議

により客観的に合理的な払込価額の調整を行うものとする。 

(ⅰ) 株式の併合、資本の減少、会社分割、又は合併等のために払込価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により払込価額の調整を必要とすると

き。 

(ⅲ) 払込価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の払込価額の算出にあ

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

④ 払込価額調整式により算出された調整後の払込価額と調整前の払込価額との差額が１円未満にとどまる限り

は、払込価額の調整は行わない。但し、この差額相当額は、その後払込価額の調整を必要とする事由が発生

した場合に算出される調整後の払込価額にそのつど算入する。 

⑤ (ⅰ) 払込価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五

入する。 

(ⅱ) 払込価額調整式に使用する時価は、調整後払込価額を適用する日（但し、上記②(ⅱ)但し書きの場合

には株主割当日）に先立つ45取引日（以下「取引日」というときは終値（気配表示を含む。）のない

日を除く。）目に始まる30取引日の上場証券取引所（但し、当社の普通株式にかかる株券の上場する

証券取引所が複数の場合は、当該期間における当社普通株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切

と判断される主たる証券取引所をいう。）における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表

示を含む。）の平均値とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入

する。 

(ⅲ) 払込価額調整式に使用する調整前払込価額は、調整後払込価額を適用する前日において有効な払込価

額とし、また、払込価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、又

は株主割当日がない場合は調整後払込価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株

式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。 

⑥ 払込価額の調整を行うときは、当社は調整後の払込価額が適用される日の前日までに、必要な事項を新株予

約権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。但し、当該調整後払込価額適用日の前日までに通知を行

うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。 



第２回新株予約権（平成17年6月29日定時株主総会決議） 

(注)1. 各本件新株予約権の目的となる株式数（以下、「付与株式数」という。）は新株予約権１個につき、1,000

株とする。また、付与株式数の調整につきましては、次のとおりであります。 

① 付与株式数は、本件新株予約権の発行日以降、下記②に掲げる各事由により、次の算式（以下、「付与株式

数調整式」という。）に従って調整され、本件新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に

当該時点で行使又は消却されていない本件新株予約権（自己新株予約権を除く）の総数を乗じた数とする。

この場合に、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。上記算式

における調整前払込価額及び調整後払込価額は、下記(注)2における調整前払込価額及び調整後払込

価額をいう。 

② 付与株式数調整式により本件新株予約権の付与株式数の調整を行う場合については、次に定めるところによ

る。なお、当該調整後付与株式数を適用する日については、下記(注)2の規定を準用する。 

(ⅰ) 下記(注)2⑤(ⅱ)に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又は当社の

有する当社の普通株式を処分する場合（但し、当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券

又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権の転換又は行使による場合及び平成17年6月30日の

Unison Capital PartnersⅡ,L.P.、Unison Capital PartnersⅡ(F),L.P.及びUC Astro Investor,L.P.に

対する当社普通株式の発行を除く。）。 

(ⅱ) 株式の分割により普通株式を発行する場合。 

(ⅲ) 転換又は権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額が下記(注)2⑤(ⅱ)に定める時価を下回

る価額をもって当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請

求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合。 

(ⅳ) 当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予

約権若しくは新株予約権付社債であって、転換価額又は行使価額が発行日に決定されておらず発行日以降

の一定の日（以下、「価額決定日」という。）の時価を基準として決定されるものを発行した場合におい

て、決定された転換価額又は権利行使により発行される普通株式１株当たりの発行価額が下記(注)2⑤

(ⅱ)に定める時価を下回る場合。 

 
中間会計期間末現在 
(平成19年9月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日) 

新株予約権の数 980個 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 (注)1 980,000株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 新株予約権１個につき  140,000円 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年9月30日 

至 平成24年6月29日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 

資本組入額 

１株につき 140円 

１株につき  70円 
同左 

新株予約権の行使の条件 
各本件新株予約権の一部行使はで

きないこととする。 
同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本件新株予約権を譲渡するとき

は、当社取締役会の承認を要する

ものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
― ― 

 調整後付与株式数 ＝ 
調整前付与株式数 × 調整前払込価額 

調整後払込価額 



③ 当社は、上記②に定める付与株式数の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決

議により客観的に合理的な付与株式数の調整を行うものとする。 

(ⅰ) 株式の併合、資本の減少、会社分割、又は合併等のために付与株式数の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により付与株式数の調整を必要とする

とき。 

(ⅲ) 付与株式数を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の付与株式数の算出

にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

④ 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予

約権原簿に記載された各本件新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という。）に通知する。た

だし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。

2. 各本件新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各本件新株予約権の行使により発行又は移転する株

式１株当たりの払込金額（以下、「払込価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。また、払込価

額の調整につきましては、次のとおりであります。 

① 払込価額は、本件新株予約権の発行日以降、下記②に掲げる各事由により、次の算式（以下、「払込価額調

整式」という。）に従って調整される。 

② 払込価額調整式により本件新株予約権の払込価額の調整を行う場合及びその調整後の払込価額の適用時期に

ついては、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 下記⑤(ⅱ)に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又は当社の有する

当社の普通株式を処分する場合（但し、当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当

社の普通株式の交付を請求できる新株予約権の転換又は行使による場合及び平成17年6月30日の

Unison Capital PartnersⅡ,L.P.、Unison Capital PartnersⅡ(F),L.P.及び UC Astro Investor,L.P.に

対する当社普通株式の発行を除く。）。調整後の払込価額は、払込期日の翌日以降、又は募集のための株

主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 株式の分割により普通株式を発行する場合。 

調整後の払込価額は、株式の分割のための割当期日の翌日以降これを適用する。但し、株主総会における

決議を条件として株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該株主総会の終

結の日以前の日を株式の分割のための割当期日とする場合には、調整後の払込価額は、当該決議をした株

主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。 

なお、上記但し書きにおいて、株式の分割のための割当期日の翌日から当該株主総会の終結の日までに払

込をなした者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を新たに発行する。 

この場合に、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

(ⅲ) 転換又は権利行使により発行される普通株式１株当たりの発行価額が下記⑤(ⅱ)に定める時価を下回る価

額をもって当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求で

きる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合。 

調整後の払込価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の全てが当初の転換価額

で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして払込価額調整式を準用して算出するものと

し、払込期日（新株予約権が無償にて発行される場合は発行日）の翌日以降これを適用する。但し、その

証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

            新発行・処分 
× 

１株当たりの 

        既発行普通 
＋ 

普通株式数 発行・処分価額 

調整後 
＝ 

調整前 
× 

株式数 １株当たりの時価 

払込価額 払込価額 既発行普通株式数 ＋ 新発行・処分普通株式数 

    
（調整前払込価額－調整後払込価額） × 

調整前払込価額をもって払込によ 

株式数 ＝ 
り当該期間内に発行された株式数 

調整後払込価額 



(ⅳ) 当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予

約権若しくは新株予約権付社債であって、転換価額又は行使価額が発行日に決定されておらず発行日以降

の一定の日（以下、「価額決定日」という。）の時価を基準として決定されるものを発行した場合におい

て、決定された転換価額又は権利行使により発行される普通株式１株当たりの発行価額が下記⑤(ⅱ)に定

める時価を下回る場合。 

調整後の払込価額は、当該価額決定日の時点で残存する証券又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の

全てが転換され又は行使されたものとみなして払込価額調整式を準用して算出するものとし、当該価額決

定日の翌日以降これを適用する。 

③ 当社は、上記②に定める払込価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議

により客観的に合理的な払込価額の調整を行うものとする。 

(ⅰ) 株式の併合、資本の減少、会社分割、又は合併等のために払込価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により払込価額の調整を必要とすると

き。 

(ⅲ) 払込価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の払込価額の算出にあ

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

④ 払込価額調整式により算出された調整後の払込価額と調整前の払込価額との差額が１円未満にとどまる限り

は、払込価額の調整は行わない。但し、この差額相当額は、その後払込価額の調整を必要とする事由が発生

した場合に算出される調整後の払込価額にそのつど算入する。 

⑤ (ⅰ) 払込価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五

入する。 

(ⅱ) 払込価額調整式に使用する時価は、調整後払込価額を適用する日（但し、上記②(ⅱ)但し書きの場合

には株主割当日）に先立つ45取引日（以下「取引日」というときは終値（気配表示を含む。）のない

日を除く。）目に始まる30取引日の上場証券取引所（但し、当社の普通株式にかかる株券の上場する

証券取引所が複数の場合は、当該期間における当社普通株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切

と判断される主たる証券取引所をいう。）における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表

示を含む。）の平均値とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入

する。 

(ⅲ) 払込価額調整式に使用する調整前払込価額は、調整後払込価額を適用する前日において有効な払込価

額とし、また、払込価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、又

は株主割当日がない場合は調整後払込価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株

式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。 

⑥ 払込価額の調整を行うときは、当社は調整後の払込価額が適用される日の前日までに、必要な事項を新株予

約権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。但し、当該調整後払込価額適用日の前日までに通知を行

うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。 



② 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

第３回新株予約権（平成17年6月29日定時株主総会決議） 

(注)1. 各本件新株予約権の目的となる株式数（以下、「付与株式数」という。）は新株予約権１個につき、1,000

株とする。また、付与株式数の調整につきましては、次のとおりであります。 

新株予約権の発行日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次

の算式により調整し（１株未満の端数は切捨て）、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式

数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権（自己新株予約権を除く。）の総数を乗じた数とす

る。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事

由が生じたときには、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調

整し、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新

株予約権の総数を乗じた数とする。 

 
中間会計期間末現在 
(平成19年9月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日) 

新株予約権の数 398個 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 (注)1 398,000株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 新株予約権１個につき  361,000円 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年7月26日 

至 平成27年6月28日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 

資本組入額 

１株につき 361円 

１株につき 181円 
同左 

新株予約権の行使の条件 

①平成18年3月期に関する当社定時

株主総会の終結時点まで、当社

の取締役又は監査役の地位を喪

失していないこと。但し、当社

取締役会が、地位の喪失にもか

かわらず行使を認める旨決定し

た場合を除く。 

同左 

②各本件新株予約権の一部行使は

できないこととする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本件新株予約権を譲渡するとき

は、当社取締役会の承認を要する

ものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
― ― 



2. 各本件新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各本件新株予約権の行使により発行又は移転する株

式１株当たりの払込金額（以下、「払込価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。また、払込価

額の調整につきましては、次のとおりであります。 

① 払込価額は、本件新株予約権の発行日以降、下記に掲げる各事由により、次の算式（以下、「払込価額調整

式」という。）に従って調整される。 

(ⅰ) 時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又は当社の有する当社の普通株式を処

分する場合（但し、当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付

を請求できる新株予約権の転換又は行使による場合を除く。）。 

(ⅱ) 株式の分割により普通株式を発行する場合。 

(ⅲ) 転換又は権利行使により発行される普通株式１株当たりの発行価額が時価を下回る価額をもって当社の普

通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若し

くは新株予約権付社債を発行する場合。調整後の払込価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新

株予約権付社債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして払込

価額調整式を準用して算出するものとする。 

(ⅳ) 当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予

約権若しくは新株予約権付社債であって、転換価額又は行使価額が発行日に決定されておらず発効日以降

の一定の日の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換価額又は権利行

使により発行される普通株式１株当たりの発行価額が時価を下回る場合。 

② 当社は、上記①に定める払込価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議

により客観的に合理的な払込価額の調整を行うものとする。 

(ⅰ) 株式の併合、資本の減少、会社分割、又は合併等のために払込価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により払込価額の調整を必要とすると

き。 

(ⅲ) 払込価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の払込価額の算出にあ

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

            新発行・処分 
× 

１株当たりの 

        既発行普通 
＋ 

普通株式数 発行・処分価額 

調整後 
＝ 

調整前 
× 

株式数 １株当たりの時価 

払込価額 払込価額 既発行普通株式数 ＋ 新発行・処分普通株式数 



第４回新株予約権（平成17年6月29日定時株主総会決議） 

(注)1. 各本件新株予約権の目的となる株式数（以下、「付与株式数」という。）は新株予約権１個につき、1,000

株とする。また、付与株式数の調整につきましては、次のとおりであります。 

新株予約権の発行日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次

の算式により調整し（１株未満の端数は切捨て）、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式

数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権（自己新株予約権を除く。）の総数を乗じた数とす

る。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事

由が生じたときには、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調

整し、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新

株予約権の総数を乗じた数とする。 

 
中間会計期間末現在 
(平成19年9月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日) 

新株予約権の数 392個 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 (注)1 392,000株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 新株予約権１個につき  361,000円 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年7月26日 

至 平成27年6月28日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 

資本組入額 

１株につき 361円 

１株につき 181円 
同左 

新株予約権の行使の条件 

①平成19年3月期に関する当社定時

株主総会の終結時点まで、当社

の取締役又は監査役の地位を喪

失していないこと。但し、当社

取締役会が、地位の喪失にもか

かわらず行使を認める旨決定し

た場合を除く。 

同左 

②各本件新株予約権の一部行使は

できないこととする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本件新株予約権を譲渡するとき

は、当社取締役会の承認を要する

ものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
― ― 



2. 各本件新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各本件新株予約権の行使により発行又は移転する株

式１株当たりの払込金額（以下、「払込価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。また、払込価

額の調整につきましては、次のとおりであります。 

① 払込価額は、本件新株予約権の発行日以降、下記に掲げる各事由により、次の算式（以下、「払込価額調整

式」という。）に従って調整される。 

(ⅰ) 時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又は当社の有する当社の普通株式を処

分する場合（但し、当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付

を請求できる新株予約権の転換又は行使による場合を除く。）。 

(ⅱ) 株式の分割により普通株式を発行する場合。 

(ⅲ) 転換又は権利行使により発行される普通株式１株当たりの発行価額が時価を下回る価額をもって当社の普

通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若し

くは新株予約権付社債を発行する場合。調整後の払込価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新

株予約権付社債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして払込

価額調整式を準用して算出するものとする。 

(ⅳ) 当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予

約権若しくは新株予約権付社債であって、転換価額又は行使価額が発行日に決定されておらず発効日以降

の一定の日の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換価額又は権利行

使により発行される普通株式１株当たりの発行価額が時価を下回る場合。 

② 当社は、上記①に定める払込価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議

により客観的に合理的な払込価額の調整を行うものとする。 

(ⅰ) 株式の併合、資本の減少、会社分割、又は合併等のために払込価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により払込価額の調整を必要とすると

き。 

(ⅲ) 払込価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の払込価額の算出にあ

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

            新発行・処分 
× 

１株当たりの 

        既発行普通 
＋ 

普通株式数 発行・処分価額 

調整後 
＝ 

調整前 
× 

株式数 １株当たりの時価 

払込価額 払込価額 既発行普通株式数 ＋ 新発行・処分普通株式数 



第５回新株予約権（平成17年6月29日定時株主総会決議） 

(注)1. 各本件新株予約権の目的となる株式数（以下、「付与株式数」という。）は新株予約権１個につき、1,000

株とする。また、付与株式数の調整につきましては、次のとおりであります。 

新株予約権の発行日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次

の算式により調整し（１株未満の端数は切捨て）、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式

数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権（自己新株予約権を除く。）の総数を乗じた数とす

る。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事

由が生じたときには、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調

整し、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新

株予約権の総数を乗じた数とする。 

 
中間会計期間末現在 
(平成19年9月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日) 

新株予約権の数 389個 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 (注)1 389,000株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 新株予約権１個につき  361,000円 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年7月26日 

至 平成27年6月28日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 

資本組入額 

１株につき 361円 

１株につき 181円 
同左 

新株予約権の行使の条件 

①平成20年3月期に関する当社定時

株主総会の終結時点まで、当社

の取締役又は監査役の地位を喪

失していないこと。但し、当社

取締役会が、地位の喪失にもか

かわらず行使を認める旨決定し

た場合を除く。 

同左 

②各本件新株予約権の一部行使は

できないこととする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本件新株予約権を譲渡するとき

は、当社取締役会の承認を要する

ものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
― ― 



2. 各本件新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各本件新株予約権の行使により発行又は移転する株

式１株当たりの払込金額（以下、「払込価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。また、払込価

額の調整につきましては、次のとおりであります。 

① 払込価額は、本件新株予約権の発行日以降、下記に掲げる各事由により、次の算式（以下、「払込価額調整

式」という。）に従って調整される。 

(ⅰ) 時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又は当社の有する当社の普通株式を処

分する場合（但し、当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付

を請求できる新株予約権の転換又は行使による場合を除く。）。 

(ⅱ) 株式の分割により普通株式を発行する場合。 

(ⅲ) 転換又は権利行使により発行される普通株式１株当たりの発行価額が時価を下回る価額をもって当社の普

通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若し

くは新株予約権付社債を発行する場合。調整後の払込価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新

株予約権付社債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして払込

価額調整式を準用して算出するものとする。 

(ⅳ) 当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予

約権若しくは新株予約権付社債であって、転換価額又は行使価額が発行日に決定されておらず発効日以降

の一定の日の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換価額又は権利行

使により発行される普通株式１株当たりの発行価額が時価を下回る場合。 

② 当社は、上記①に定める払込価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議

により客観的に合理的な払込価額の調整を行うものとする。 

(ⅰ) 株式の併合、資本の減少、会社分割、又は合併等のために払込価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により払込価額の調整を必要とすると

き。 

(ⅲ) 払込価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の払込価額の算出にあ

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

            新発行・処分 
× 

１株当たりの 

        既発行普通 
＋ 

普通株式数 発行・処分価額 

調整後 
＝ 

調整前 
× 

株式数 １株当たりの時価 

払込価額 払込価額 既発行普通株式数 ＋ 新発行・処分普通株式数 



第６回新株予約権（平成17年6月29日定時株主総会決議） 

(注)1. 各本件新株予約権の目的となる株式数（以下、「付与株式数」という。）は新株予約権１個につき、1,000

株とする。また、付与株式数の調整につきましては、次のとおりであります。 

新株予約権の発行日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次

の算式により調整し（１株未満の端数は切捨て）、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式

数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権（自己新株予約権を除く。）の総数を乗じた数とす

る。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事

由が生じたときには、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調

整し、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新

株予約権の総数を乗じた数とする。 

 
中間会計期間末現在 
(平成19年9月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日) 

新株予約権の数 2,682個 2,668個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 (注)1 2,682,000株 2,668,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 新株予約権１個につき  361,000円 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年7月１日 

至 平成27年6月28日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 

資本組入額 

１株につき 361円 

１株につき 181円 
同左 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、行使時におい

て、当社又は当社の子会社の取

締役、監査役又は従業員の地位

にあることを要する。但し、定

年退職、会社都合による退職、

その他正当な理由があると取締

役会が決定した場合はこの限り

でない。 

同左 

②各本件新株予約権の一部行使は

できないこととする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本件新株予約権を譲渡するとき

は、当社取締役会の承認を要する

ものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
― ― 



2. 各本件新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各本件新株予約権の行使により発行又は移転する株

式１株当たりの払込金額（以下、「払込価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。また、払込価

額の調整につきましては、次のとおりであります。 

① 払込価額は、本件新株予約権の発行日以降、下記に掲げる各事由により、次の算式（以下、「払込価額調整

式」という。）に従って調整される。 

(ⅰ) 時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又は当社の有する当社の普通株式を処

分する場合（但し、当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付

を請求できる新株予約権の転換又は行使による場合を除く。）。 

(ⅱ) 株式の分割により普通株式を発行する場合。 

(ⅲ) 転換又は権利行使により発行される普通株式１株当たりの発行価額が時価を下回る価額をもって当社の普

通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若し

くは新株予約権付社債を発行する場合。調整後の払込価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新

株予約権付社債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして払込

価額調整式を準用して算出するものとする。 

(ⅳ) 当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予

約権若しくは新株予約権付社債であって、転換価額又は行使価額が発行日に決定されておらず発効日以降

の一定の日の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換価額又は権利行

使により発行される普通株式１株当たりの発行価額が時価を下回る場合。 

② 当社は、上記①に定める払込価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議

により客観的に合理的な払込価額の調整を行うものとする。 

(ⅰ) 株式の併合、資本の減少、会社分割、又は合併等のために払込価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により払込価額の調整を必要とすると

き。 

(ⅲ) 払込価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の払込価額の算出にあ

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

            新発行・処分 
× 

１株当たりの 

        既発行普通 
＋ 

普通株式数 発行・処分価額 

調整後 
＝ 

調整前 
× 

株式数 １株当たりの時価 

払込価額 払込価額 既発行普通株式数 ＋ 新発行・処分普通株式数 



(3)【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

(4)【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(注)1. 平成19年10月1日から平成19年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が14千株、

資本金及び資本準備金がそれぞれ2百万円増加しております。  

2. 平成19年8月27日開催の取締役会決議に基づく、優先株式の償還による減少であります。 

3. 新株予約権の行使による増加であります。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 (株) 

発行済株式総
数残高 (株) 

資本金増減額
(百万円) 

資本金残高 
(百万円) 

資本準備金
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成19年9月28日  (注)2 △7,100,000 130,494,727 ― 11,907 ― 5,317 

平成19年4月１日～ 
平成19年9月30日  (注)3 

101,000 130,494,727 18 11,907 18 5,317 



(5)【大株主の状況】 

① 普通株式 

(注) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式は、全て信託業務に係る株式であります。 

  平成19年9月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

ユニゾンキャピタルパートナーズⅡ 
(F),L.P. (常任代理人 株式会社三井
住友銀行証券ファイナンス営業部) 

C/O UBS FUND SERVICES(CAYMAN)LTD.227  
ELGIN AVENUE,P.O.BOX 852 GT GRAND  
CAYMAN,CAYMAN ISLANDS (東京都千代田区
丸の内一丁目3番2号) 

25,435 21.37 

ユニゾンキャピタルパートナーズⅡ, 
L.P.  (常任代理人 株式会社三井住友
銀行証券ファイナンス営業部)  

C/O UBS FUND SERVICES(CAYMAN)LTD.227 
ELGIN AVENUE,P.O.BOX 852 GT GRAND  
CAYMAN,CAYMAN ISLANDS (東京都千代田区
丸の内一丁目3番2号) 

19,496 16.38

バンクオブニューヨークジーシーエム
クライアントアカウンツイーアイエス
ジー (常任代理人 株式会社三菱東京
ＵＦＪ銀行決済事業部) 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 
LONDON EC4A 2BB,UNITED KINGDOM (東京
都千代田区丸の内二丁目7番1号） 

5,688 4.78

ユーシーアストロインベスター,L.P. 
 (常任代理人 株式会社三井住友銀行
証券ファイナンス営業部) 

C/O UBS FUND SERVICES(CAYMAN)LTD.227 
ELGIN AVENUE,P.O.BOX 852 GT GRAND  
CAYMAN,CAYMAN ISLANDS (東京都千代田区
丸の内一丁目3番2号） 

2,643 2.22

コスモスイニシア社員持株会 東京都千代田区内幸町一丁目3番2号 2,125 1.79

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 2,085 1.75

あいおい損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号 1,884 1.58

株式会社長府製作所 山口県下関市長府扇町2番1号 1,850 1.55

日本マスタートラスト信託銀行株式会
社（信託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番3号 1,769 1.49

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 1,712 1.44

計 ― 64,688 54.36 



② 優先株式 

第１回Ａ種優先株式 

  平成19年9月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 4,500 39.13 

株式会社あおぞら銀行 東京都千代田区九段南一丁目3番1号 4,000 34.78

中央三井プライベートエクイティ第一号
投資事業組合 

東京都中央区日本橋室町三丁目2番8号 1,500 13.04

ＡＩＧエジソン生命保険株式会社 東京都中央区晴海一丁目8番10号 500 4.35

エイアイジー・スター生命保険株式会社 東京都墨田区太平四丁目1番3号 500 4.35

マスミューチュアル生命保険株式会社 東京都渋谷区桜丘町26番1号 400 3.48

メリルリンチ日本証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目4番1号 100 0.87

計 ― 11,500 100.00 



(6)【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

(注) 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が25,000株（議決権25個）含まれ

ております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

(注)  高・ 低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものを記載しております。 

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成19年9月30日現在

区分 株式数 (株) 議決権の数 (個) 内容 

無議決権株式 優先株式 11,500,000 ― 
「1(1)②発行済株式」の

「内容」の記載を参照 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 
(自己保有株式) 

― 
権利の内容に何ら限定
のない当社における標
準となる株式 普通株式 28,000 

完全議決権株式（その他） 普通株式 118,618,000 118,618 同上 

単元未満株式  普通株式 348,727 ― 同上 

発行済株式総数 130,494,727 ― ― 

総株主の議決権 ― 118,618 ― 

  平成19年9月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数 (株) 

他人名義所有
株式数 (株) 

所有株式数の
合計 (株) 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合 (％) 

株式会社コスモスイニシア 
東京都千代田区内
幸町一丁目3番2号 

28,000 ― 28,000 0.02 

計 ― 28,000 ― 28,000 0.02 

月別 平成19年4月 5月 6月 7月 8月 9月 

高 (円) 860 824 795 817 650 558 

低 (円) 700 698 696 628 455 391 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1)当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）は、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。 

(2)当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30

日）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）の中間財務諸表につい

て、並びに、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成

19年9月30日）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）の中間財務諸表

について、新日本監査法人による中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1)【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

   
前中間連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）                    

Ⅰ 流動資産                    

現金及び預金 ※1   32,528     20,968     15,679  

受取手形及び売掛金     4,195     4,233     5,219  

たな卸資産 
※1 
※2 
※7 

  150,209     183,829     168,759  

販売用不動産前渡金 
※1 
※2   9,384     8,608     9,384  

繰延税金資産     2,799     3,213     3,493  

その他     7,701     4,911     5,607  

貸倒引当金     △23     △21     △17  

流動資産合計     206,796 83.1   225,744 81.4   208,125 83.1 

Ⅱ 固定資産                    

有形固定資産                    

建物及び構築物   5,892     5,881     5,875    

減価償却累計額   3,048 2,843   3,199 2,682   3,109 2,765  

土地 ※7   10,699     10,690     10,702  

その他 ※1 1,857     3,135     1,999    

減価償却累計額   1,103 754   1,296 1,839   1,185 813  

有形固定資産合計     14,298 5.7   15,211 5.5   14,281 5.7 

無形固定資産     1,476 0.6   1,388 0.5   1,463 0.6 

投資その他の資産                    

投資有価証券 ※5   10,635     8,063     9,855  

繰延税金資産     164     9,689     425  

その他     16,036     17,837     16,860  

貸倒引当金     △476     △468     △476  

投資その他の資産
合計     26,360 10.6   35,121 12.6   26,664 10.6 

固定資産合計     42,134 16.9   51,722 18.6   42,409 16.9 

資産合計     248,931 100.0   277,466 100.0   250,535 100.0 

                     
 



   
前中間連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）                    

Ⅰ 流動負債                    

支払手形及び買掛金     42,206     29,973     50,409  

短期借入金 
※3 
※4   55,329     56,188     47,885  

未払法人税等     566     332     521  

預り金     14,548     12,601     4,658  

賞与引当金     1,634     1,715     1,898  

その他     24,122     25,304     21,534  

流動負債合計     138,408 55.6   126,115 45.4   126,908 50.7

Ⅱ 固定負債                    

長期借入金 
※3 
※4   65,449     90,005     70,983  

退職給付引当金     976     389     385  

事業損失引当金     872     ―     263  

その他     7,031     4,937     5,382  

固定負債合計     74,329 29.9   95,332 34.4   77,013 30.7

負債合計     212,737 85.5   221,447 79.8   203,921 81.4

                     

（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                    

資本金     11,889 4.8   11,907 4.3   11,889 4.7

資本剰余金     7,615 3.0   5,379 1.9   7,677 3.1

利益剰余金     12,368 5.0   33,705 12.2   22,136 8.8

自己株式     △78 △0.0   △21 △0.0   △14 △0.0

株主資本合計     31,794 12.8   50,971 18.4   41,687 16.6

Ⅱ 評価・換算差額等                    

その他有価証券評価
差額金     4,257 1.7   2,638 0.9   3,731 1.5

為替換算調整勘定     123 0.0   2,390 0.9   1,175 0.5

評価・換算差額等合計     4,380 1.7   5,029 1.8   4,907 2.0

Ⅲ 少数株主持分     18 0.0   18 0.0   18 0.0

純資産合計     36,193 14.5   56,018 20.2   46,613 18.6

負債純資産合計     248,931 100.0   277,466 100.0   250,535 100.0

                     



②【中間連結損益計算書】 

   
前中間連結会計期間 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年4月１日 
 至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成19年3月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高     99,612 100.0   97,724 100.0   213,472 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※3   78,002 78.3   71,984 73.7   168,531 78.9 

売上総利益     21,609 21.7   25,739 26.3   44,940 21.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1   13,242 13.3   13,846 14.1   27,130 12.8 

営業利益     8,366 8.4   11,892 12.2   17,810 8.3 

Ⅳ 営業外収益                    

受取利息   15     9     61    

受取配当金   67     80     93    

施設賃貸料   83     81     128    

負ののれん償却額   43     ―     43    

その他   47 256 0.3 90 261 0.2 152 479 0.2 

Ⅴ 営業外費用                    

支払利息   986     1,275     2,172    

シンジケートローン手
数料    ―     304     97    

その他   214 1,201 1.2 92 1,671 1.7 219 2,489 1.1 

経常利益     7,422 7.5   10,482 10.7   15,800 7.4 

Ⅵ 特別利益                    

固定資産売却益   ―     9     ―    

貸倒引当金戻入益   32     4     40    

その他   ― 32 0.0 ― 14 0.0 566 606 0.3

Ⅶ 特別損失                    

固定資産除却損   2     6     15    

固定資産売却損 ※2 ―     3     ―    

本店等移転費用   700     ―     700    

その他   75 778 0.8 ― 9 0.0 75 790 0.4 

税金等調整前中間(当
期)純利益     6,676 6.7   10,488 10.7   15,616 7.3 

法人税、住民税及び事
業税   451     165     786    

法人税等調整額   180 631 0.7 △8,337 △8,172 △8.4 △982 △196 △0.1 

少数株主利益     127 0.1   ― ―   127 0.1 

中間(当期)純利益     5,917 5.9   18,660 19.1   15,685 7.3 

                     



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日残高 (百万円) 11,763 76,838 △56,175 △3 32,423 

中間連結会計期間中の変動額          

新株の発行 125 125     251 

剰余金の配当 (注)   △1,208     △1,208 

役員賞与 (注)     △6   △6 

中間純利益     5,917   5,917 

自己株式の取得       △7,242 △7,242 

自己株式の消却   △7,167   7,167 ― 

株式交換による増加   1,659     1,659 

剰余金間の振替 (注)   △62,633 62,633   ― 

株主資本以外の項目の中間連結会計期間
中の変動額 (純額) 

         

中間連結会計期間中の変動額合計 (百万円) 125 △69,223 68,543 △75 △628 

平成18年9月30日残高 (百万円) 11,889 7,615 12,368 △78 31,794 

  評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計
  その他有価証

券評価差額金 
為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年3月31日残高 (百万円) 4,709 266 4,975 1,586 38,986 

中間連結会計期間中の変動額          

新株の発行         251 

剰余金の配当 (注)         △1,208 

役員賞与 (注)         △6 

中間純利益         5,917 

自己株式の取得         △7,242 

自己株式の消却         ― 

株式交換による増加         1,659 

剰余金間の振替 (注)         ― 

株主資本以外の項目の中間連結会計期間
中の変動額 (純額) 

△451 △143 △594 △1,568 △2,163 

中間連結会計期間中の変動額合計 (百万円) △451 △143 △594 △1,568 △2,792 

平成18年9月30日残高 (百万円) 4,257 123 4,380 18 36,193 



当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

  株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年3月31日残高 (百万円) 11,889 7,677 22,136 △14 41,687 

中間連結会計期間中の変動額          

新株の発行 18 18     36 

剰余金の配当     △2,095   △2,095 

中間純利益     18,660   18,660 

自己株式の取得       △7,318 △7,318 

自己株式の消却   △2,315 △4,995 7,311 ― 

株主資本以外の項目の中間連結会計期間
中の変動額 (純額) 

         

中間連結会計期間中の変動額合計 (百万円) 18 △2,297 11,569 △6 9,283 

平成19年9月30日残高 (百万円) 11,907 5,379 33,705 △21 50,971 

  評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計
  その他有価証

券評価差額金 
為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成19年3月31日残高 (百万円) 3,731 1,175 4,907 18 46,613 

中間連結会計期間中の変動額          

新株の発行         36 

剰余金の配当         △2,095 

中間純利益         18,660 

自己株式の取得         △7,318 

自己株式の消却         ― 

株主資本以外の項目の中間連結会計期間
中の変動額 (純額) 

△1,093 1,214 121 ― 121 

中間連結会計期間中の変動額合計 (百万円) △1,093 1,214 121 ― 9,404 

平成19年9月30日残高 (百万円) 2,638 2,390 5,029 18 56,018 



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日残高 (百万円) 11,763 76,838 △56,175 △3 32,423 

連結会計年度中の変動額          

新株の発行 125 125     251 

自己株式の処分   62   68 130 

剰余金の配当 (注)   △1,208     △1,208 

役員賞与 (注)     △6   △6 

当期純利益     15,685   15,685 

自己株式の取得       △7,247 △7,247 

自己株式の消却   △7,167   7,167 ― 

株式交換による増加   1,659     1,659 

剰余金間の振替 (注)   △62,633 62,633   ― 

株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変動額 (純額) 

         

連結会計年度中の変動額合計 (百万円) 125 △69,161 78,311 △11 9,264 

平成19年3月31日残高 (百万円) 11,889 7,677 22,136 △14 41,687 

  評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計
  その他有価証

券評価差額金 
為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年3月31日残高 (百万円) 4,709 266 4,975 1,586 38,986 

連結会計年度中の変動額          

新株の発行         251 

自己株式の処分         130 

剰余金の配当 (注)         △1,208 

役員賞与 (注)         △6 

当期純利益         15,685 

自己株式の取得         △7,247 

自己株式の消却         ― 

株式交換による増加         1,659 

剰余金間の振替 (注)         ― 

株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変動額 (純額) 

△977 909 △68 △1,568 △1,636 

連結会計年度中の変動額合計 (百万円) △977 909 △68 △1,568 7,627 

平成19年3月31日残高 (百万円) 3,731 1,175 4,907 18 46,613 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前中間連結会計期間 
(自 平成18年4月１日 

 至 平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年4月１日 

 至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 

(自 平成18年4月１日 
 至 平成19年3月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額 (百万円) 金額 (百万円) 金額 (百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー        

税金等調整前中間(当期)純利
益   6,676 10,488 15,616 

減価償却費   327 396 750 

貸倒引当金の減少額   △94 △5 △100 

賞与引当金の減少額   △313 △191 △55 

退職給付引当金の増(減)額   △16 4 △607 

役員退職慰労引当金の減少額   △349 ― △349 

事業損失引当金の減少額   △734 △263 △1,343 

受取利息及び受取配当金   △82 △89 △155 

支払利息   986 1,275 2,172 

売上債権の減少額   1,331 1,039 448 

たな卸資産の増加額   △4,040 △15,061 △22,582 

前渡金の減少額   603 776 603 

短期差入保証金の増加額   △2 △39 ― 

仕入債務の増(減)額   △1,859 △20,436 6,342 

前受金の減少額   △2,739 △697 △3,545 

預り金の増(減)額   1,489 7,928 △8,413 

不動産特定共同事業預り金の
増(減)額   △1,500 2,700 △1,000 

その他   1,619 2,630 1,107 

小計   1,301 △9,546 △11,111 

利息及び配当金の受取額   58 169 142 

利息の支払額   △975 △1,280 △2,146 

法人税等の支払額   △804 △465 △1,343 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー   △420 △11,122 △14,458 

 



   
前中間連結会計期間 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年4月１日 
 至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 

(自 平成18年4月１日 
 至 平成19年3月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額 (百万円) 金額 (百万円) 金額 (百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー        

有形固定資産の取得による支
出   △212 △1,214 △720 

投資有価証券の取得による支
出   △44 △51 △195 

貸付けによる支出   △716 △121 △983 

貸付金の回収による収入   11 46 44 

その他   △314 △175 △466 

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー 
  △1,276 △1,515 △2,321 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー        

短期借入金の純増(減)額   △5,551 △3,791 772 

長期借入れによる収入   33,348 51,192 55,212 

長期借入金の返済による支出   △15,923 △20,076 △46,020 

株式の発行による収入   249 36 249 

優先株式の償還による支出   △7,167 △7,311 △7,167 

配当金の支払額   △1,209 △2,094 △1,209 

その他   △73 △30 71 

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー 
  3,673 17,924 1,908 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額   △1 1 △1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増(減)額   1,975 5,288 △14,873 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   30,553 15,679 30,553 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末
(期末)残高 

※1 32,528 20,968 15,679 

         



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年4月１日 

 至 平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年4月１日 
 至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年4月１日 

 至 平成19年3月31日) 

1. 連結の範囲に関する事項 1. 連結の範囲に関する事項 1. 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数      11社 (1) 連結子会社の数      11社 (1) 連結子会社の数        11社 

主要な連結子会社名 

㈱コスモスライフ、㈱コスモスモア 

Cosmos Australia Pty.Ltd. 

なお、㈲ＣＡＭ宮崎台は清算結了により

連結の範囲から除外しております。 

また、当中間連結会計期間に清算結了し

たため、損益計算書を取り込んでおりま

すが、貸借対照表は取り込んでおりませ

ん。 

主要な連結子会社名 

㈱コスモスライフ、㈱コスモスモア 

Cosmos Australia Pty.Ltd. 

主要な連結子会社名は、「第１企業の概

況 ４.関係会社の状況」に記載している

ため省略しております。 

なお、㈲ＣＡＭ宮崎台は清算結了により

連結の範囲から除外しております。 

また、当連結会計年度（平成18年9月）

に清算結了したため、清算結了までの損

益計算書を取り込んでおりますが、貸借

対照表は取り込んでおりません。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 (2) 主要な非連結子会社の名称等 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

㈱ライフクリーンサービス  

主要な非連結子会社 

㈱ライフクリーンサービス  

主要な非連結子会社 

㈱ライフクリーンサービス  

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、小規模であり、総資

産、売上高、中間純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないためでありま

す。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、小規模であり、総資

産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためであります。 

2. 持分法の適用に関する事項 2. 持分法の適用に関する事項 2. 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用会社    なし (1) 持分法適用会社    なし (1) 持分法適用会社    なし 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社

（㈱ライフクリーンサービス）及び関連

会社（㈱ラムザ都市開発）は、それぞれ

中間純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても中間連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため持分法の

適用範囲から除外しております。 

(2) 同左 (2) 持分法を適用していない非連結子会社

（㈱ライフクリーンサービス）及び関連

会社（㈱ラムザ都市開発）は、それぞれ

当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないため持分法の適用

範囲から除外しております。 

3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項 3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 

在外連結子会社及びＲＣ武蔵小杉特定目

的会社の中間決算日は6月30日、㈲コス

モスアセットマネジメント・スリー及び

㈲シーエーエム・フォー武蔵小杉、㈲Ｃ

ＡＭ５の中間決算日は7月31日であり、

いずれも中間連結財務諸表の作成にあた

り、同日現在の財務諸表を使用しており

ます。ただし中間連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結上必要

な調整を行うこととしております。 

以上を除いた連結子会社の中間決算日

は、いずれも中間連結決算日と一致して

おります。 

在外連結子会社の中間決算日及びＲＣ武

蔵小杉特定目的会社の決算日は6月30日、

㈲コスモスアセットマネジメント・スリ

ー及び㈲シーエーエム・フォー武蔵小

杉、㈲ＣＡＭ５の中間決算日は7月31日で

あり、いずれも中間連結財務諸表の作成

にあたり、同日現在の財務諸表を使用し

ております。ただし中間連結決算日との

間に生じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行うこととしておりま

す。 

以上を除いた連結子会社の中間決算日

は、いずれも中間連結決算日と一致して

おります。 

在外連結子会社及びＲＣ武蔵小杉特定目

的会社の決算日は12月31日、㈲コスモス

アセットマネジメント・スリー及び㈲シ

ーエーエム・フォー武蔵小杉、㈲ＣＡＭ

５の決算日は1月31日であり、いずれも

連結財務諸表の作成にあたり、同日現在

の財務諸表を使用しております。ただし

連結決算日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行うこと

としております。 

以上を除いた連結子会社の決算日は、い

ずれも連結決算日と一致しております。 

 



前中間連結会計期間 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年4月１日 
 至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成19年3月31日) 

4. 会計処理基準に関する事項 4. 会計処理基準に関する事項 4. 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法 

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

時価のあるもの 

同左 

  

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時

価法 

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

② デリバティブ  

時価法  

②          ─────── ② デリバティブ 

時価法  

③ たな卸資産 

主として個別法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定） 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当中間連結会計期間より、「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計基準

第9号 平成18年7月5日）が平成20年3月

31日以前に開始する連結会計年度に係る

連結財務諸表から適用できることになっ

たことに伴い、同会計基準を適用してお

ります。これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益は、それぞ

れ120百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。 

③ たな卸資産 

主として個別法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定） 

③ たな卸資産 

主として個別法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定） 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第9

号 平成18年7月5日）が平成20年3月31日

以前に開始する連結会計年度に係る連結

財務諸表から適用できることになったこ

とに伴い、同会計基準を適用しておりま

す。これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

120百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 賃貸用有形固定資産 

定額法 

① 賃貸用有形固定資産 

同左 

① 賃貸用有形固定資産 

同左 

② 上記以外の有形固定資産 

定率法 

② 上記以外の有形固定資産 

同左 

② 上記以外の有形固定資産 

同左 

③ 自社利用のソフトウェア 

主として社内における利用可能期間(5年)

に基づく定額法 

③ 自社利用のソフトウェア 

同左 

③ 自社利用のソフトウェア 

同左 

④ 上記以外の無形固定資産 

定額法 

④ 上記以外の無形固定資産 

同左 

④ 上記以外の無形固定資産 

同左 

  (会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、当中間連結会計期間より、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づ

く償却方法により減価償却費を計上して

おります。これにより損益に与える影響

は軽微であります。 

(追加情報) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、平成19年3月31日以前に取

得した資産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適用により

取得価額の5％に達した連結会計年度の

翌連結会計年度より、取得価額の5％相

当額と備忘価額との差額を5年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。これにより損益に与える

影響は軽微であります。 

 

 



前中間連結会計期間 
(自 平成18年4月１日 

 至 平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年4月１日 
 至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年4月１日 

 至 平成19年3月31日) 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 (3) 重要な繰延資産の処理方法 (3) 重要な繰延資産の処理方法 

株式交付費は支出時に全額費用として処

理しております。 

同左 同左 

(4) 重要な引当金の計上基準 (4) 重要な引当金の計上基準 (4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えるため、一般債権に

ついては主として貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。 

① 貸倒引当金 

同左 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに備えるため、実

際支払い額を見積り当中間連結会計期間

負担額を計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに備えるため、実

際支払い額を見積り当連結会計年度負担

額を計上しております。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務の見込

額に基づき、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額を計上

しております。 

数理計算上の差異については、それぞれ

発生の翌連結会計年度から5年の定額法

により按分した額を費用処理することと

しております。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務の見込

額に基づき、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額を計上

しております。 

数理計算上の差異については、それぞれ

発生の翌連結会計年度から3年の定額法

により按分した額を費用処理することと

しております。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務の見込

額に基づき、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を計上して

おります。 

なお、当社は平成19年3月に退職一時金

制度を廃止しており、これに伴い退職給

付引当金を全額取崩し、特別利益として

退職一時金制度終了益557百万円を計上

しております。 

数理計算上の差異については、それぞれ

発生の翌連結会計年度から3年又は5年の

定額法により按分した額を費用処理する

こととしております。 

④ 役員退職慰労引当金 

当社及び国内連結子会社は、役員の退職

慰労金の支払いに備えるため、内規に基

づく中間連結会計期間末要支給額を計上

しておりましたが、平成18年6月29日開

催の定時株主総会における役員退職慰労

金制度の廃止及び打ち切り支給の決議に

基づき、当中間連結会計期間において役

員退職慰労引当金全額を取崩し、打ち切

り支給額の未払い分については固定負債

その他に計上しております。 

④          ─────── ④ 役員退職慰労引当金 

当社及び国内連結子会社は、役員の退職

慰労金の支払いに備えるため、内規に基

づく連結会計年度末要支給額を計上して

おりましたが、平成18年6月29日開催の

定時株主総会における役員退職慰労金制

度の廃止及び打ち切り支給の決議に基づ

き、当連結会計年度において役員退職慰

労引当金全額を取崩し、打ち切り支給額

の未払い分については固定負債その他に

計上しております。 

⑤ 事業損失引当金 

連結子会社の開発事業に係る損失に備え

るため、追加負担見込額を計上しており

ます。 

⑤          ─────── ⑤ 事業損失引当金 

連結子会社の開発事業に係る損失に備え

るため、追加負担見込額を計上しており

ます。 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨

への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しております。

なお、在外連結子会社の資産負債及び費

用収益は、中間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定に含めてお

ります。 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨

への換算の基準 

同左 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨

への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。な

お、在外連結子会社の資産負債及び費用

収益は、決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定に含めておりま

す。 

 



前中間連結会計期間 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年4月１日 
 至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成19年3月31日) 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。ただし、在外連結子会社におけ

るファイナンス・リース取引について

は、通常の売買取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(7) 重要なヘッジ会計の方法  (7)         ─────── (7) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理 

なお、金利スワップの特例処理の要件を

満たすものについては、当該処理を採用

しております。 

  ① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理 

なお、金利スワップの特例処理の要件を

満たすものについては、当該処理を採用

しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金 

③ ヘッジ方針 

負債に係る金利変動リスクを回避するた

めにデリバティブ取引を利用しておりま

す。なお、投機目的によるデリバティブ

取引は行わない方針であります。 

  ③ ヘッジ方針 

負債に係る金利変動リスクを回避するた

めにデリバティブ取引を利用しておりま

す。なお、投機目的によるデリバティブ

取引は行わない方針であります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの

期間において、ヘッジ対象の相場変動ま

たはキャッシュ・フロー変動とヘッジ手

段の相場変動またはキャッシュ・フロー

変動との累計を比較し、両者の変動額等

を基礎にして判定しております。ただし

特例処理の要件を満たしている金利スワ

ップについては、その判定をもって有効

性評価の判定に代えております。 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの

期間において、ヘッジ対象の相場変動ま

たはキャッシュ・フロー変動とヘッジ手

段の相場変動またはキャッシュ・フロー

変動との累計を比較し、両者の変動額等

を基礎にして判定しております。ただし

特例処理の要件を満たしている金利スワ

ップについては、その判定をもって有効

性評価の判定に代えております。 

(8) その他中間連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

(8) その他中間連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

(8) その他連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。ただし、資

産に係る控除対象外消費税等は、発生連

結会計年度の期間費用として処理してお

ります。 

① 消費税等の会計処理 

同左 

① 消費税等の会計処理 

同左 

②          ─────── 

  

② 連結納税制度の適用 

当中間連結会計期間より、連結納税制度

を適用しております。 

②          ─────── 

  

5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得

日から3ヵ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。 

5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

同左 

5. 連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年4月１日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第8号 平成17年12月9日）を適用し

ております。従来の資本の部の合計に相当

する金額は36,175百万円であります。 

なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中

間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の中間連結財務諸表規則により作成してお

ります。 

（企業結合に係る会計基準） 

当中間連結会計期間より、「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会 平成15年

10月31日）及び「事業分離等に関する会計

基準」（企業会計基準第7号 平成17年12月

27日）並びに「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準適用指針第10号 平成17年12月27

日）を適用しております。 

 ───────  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ───────  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第8号 平成17年12月9日）を適用しておりま

す。従来の資本の部の合計に相当する金額

は46,595百万円であります。 

なお、当連結会計年度における連結貸借対

照表の純資産の部については、連結財務諸

表規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸

表規則により作成しております。 

  

（企業結合に係る会計基準） 

当連結会計年度より、「企業結合に係る会

計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31

日）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第7号 平成17年12月27日）

並びに「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第10号 平成17年12月27日）を適

用しております。 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年4月１日 

 至 平成19年9月30日) 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間において区分掲記しておりました「更生債権

その他これに準ずる債権」（当中間連結会計期間末残高62百万

円）は、資産の総額の100分の5以下となったため、投資その他の

資産の「その他」に含めて表示しております。 

「預り金」は負債純資産合計額の100分の5を超えたため、区分掲

記しております。 

なお、前中間連結会計期間末は流動負債の「その他」に4,816百万

円含まれております。 

前中間連結会計期間において区分掲記しておりました「不動産特

定共同事業預り金」（当中間連結会計期間末残高5,500百万円）

は、負債純資産合計額の100分の5以下となったため、流動負債の

「その他」に含めて表示しております。 

 ───────  

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間において、連結調整勘定償却額として営業外

収益の「その他」に含めていたもの（前中間連結会計期間23百万

円）は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当中間連結

会計期間から、「負ののれん償却額」と表示しております。 

前中間連結会計期間において区分掲記しておりました「シンジケ

ートローン手数料」（当中間連結会計期間95百万円）は、営業外

費用合計額の100分の10以下となったため、営業外費用の「その

他」に含めて表示しております。 

（中間連結損益計算書関係） 

「シンジケートローン手数料」は、営業外費用の総額の100分の  

10を超えたため、区分掲記しております。なお、前中間連結会計

期間は、営業外費用の「その他」に95百万円含まれております。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
(平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年9月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年3月31日) 

※1.担保に供されている資産 ※1.担保に供されている資産 ※1.担保に供されている資産 

現金及び預金 1,895百万円 

たな卸資産 123,503百万円 

販売用不動産前渡金 3,048百万円 

計 128,447百万円 

現金及び預金 78百万円 

たな卸資産 149,054百万円 

販売用不動産前渡金 499百万円 

有形固定資産その他 1,079百万円 

計 150,711百万円 

現金及び預金 358百万円 

たな卸資産 131,323百万円 

販売用不動産前渡金 316百万円 

計 131,998百万円 

※2.上記※1以外に、下記の資産に対する担

保留保条項が付されております。 

※2.          ─────── ※2.          ─────── 

たな卸資産 5,908百万円 

販売用不動産前渡金 50百万円 

計 5,958百万円 

   

※3.上記※1に対する担保付債務 ※3.上記※1に対する担保付債務 ※3.上記※1に対する担保付債務 

短期借入金 48,133百万円 

長期借入金 60,190百万円 

計 108,323百万円 

短期借入金 45,790百万円 

長期借入金 89,619百万円 

計 135,409百万円 

短期借入金 41,741百万円 

長期借入金 70,429百万円 

計 112,170百万円 

※4.上記※3以外に、短期借入金5,900百万円

及び長期借入金3,641百万円について、

担保留保条項が付されております。 

※4.          ─────── ※4.          ─────── 

※5.非連結子会社及び関連会社に対する投資

有価証券は34百万円であります。 

※5.非連結子会社及び関連会社に対する投資

有価証券は34百万円であります。 

※5.非連結子会社及び関連会社に対する投資

有価証券は34百万円であります。 

6.偶発債務 

顧客等の金融機関借入金等について、下

記の債務保証を行っております。 

6.偶発債務 

顧客等の金融機関借入金等について、下

記の債務保証を行っております。 

6.偶発債務 

顧客等の金融機関借入金等について、下

記の債務保証を行っております。 

被保証者 
保証額 
(百万円) 

顧客住宅ローン連帯保
証債務 

23,087 

東急建設㈱ 3 

相鉄ホーム㈱ 9 

KBRV Pty.Ltd. 
935 

(10百万豪ドル) 

計 24,035 

被保証者 
保証額 

(百万円) 

顧客住宅ローン連帯保
証債務 

17,374 

相鉄ホーム㈱ 2 

東急建設㈱ 1 

KBRV Pty.Ltd. 
1,025 

(9百万豪ドル) 

計 18,403 

被保証者 
保証額 

(百万円) 

顧客住宅ローン連帯保
証債務 

22,342 

相鉄ホーム㈱ 30 

東急建設㈱ 0 

KBRV Pty.Ltd. 
979 

(10百万豪ドル) 

計 23,353 

※7.有形固定資産の保有目的の変更 

保有目的の変更により、従来、有形固定

資産として保有していた土地のうち811百

万円について、たな卸資産に振り替えて

おります。 

※7.          ─────── ※7.有形固定資産の保有目的の変更 

保有目的の変更により、従来、有形固定

資産として保有していた土地のうち811

百万円について、たな卸資産に振り替え

ております。 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年4月１日 

 至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年4月１日 

 至 平成19年3月31日) 

※1.販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額 

※1.販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額 

※1.販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額 

販売促進費 2,886百万円 

人件費 3,750百万円 

賞与引当金繰入額 724百万円 

退職給付費用 43百万円 

販売促進費 3,171百万円 

人件費 4,019百万円 

賞与引当金繰入額 782百万円 

退職給付費用 67百万円 

販売促進費 5,958百万円 

人件費 8,399百万円 

賞与引当金繰入額 876百万円 

退職給付費用 117百万円 

※2.          ─────── ※2.固定資産売却損の内訳 

有形固定資産その他 3百万円 

※2.          ─────── 

※3.売上原価に含まれるたな卸資産評価損 

  120百万円 

※3.          ─────── ※3.売上原価に含まれるたな卸資産評価損 

  120百万円 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)1. 普通株式の発行済株式総数の増加3,730千株は、新株予約権の行使による新株の発行による増加1,798千株、株式交換に伴う新株の発行

による増加1,932千株であります。 

2. 第１回Ｂ種優先株式の発行済株式総数の減少3,000千株は、優先株式の償還による減少であります。 

3. 第１回Ｃ種優先株式の発行済株式総数の減少4,000千株は、優先株式の償還による減少であります。 

4. 普通株式の自己株式の株式数の増加288千株は、単元未満株式の買取による増加8千株、連結子会社（完全子会社）が株式交換に伴い取

得した自己株式280千株であります。 

5. 第１回Ｂ種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少3,000千株は、優先株式の償還によるものであります。 

6. 第１回Ｃ種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少4,000千株は、優先株式の償還によるものであります。 

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

(注)1. 第１回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

2. 上記の新株予約権のうち、第６回新株予約権は権利行使期間の初日が到来しておりません。 

3. 配当に関する事項 

配当金支払額 

 
前連結会計年度末株式数

 (千株) 

当中間連結会計期間増加

株式数 (千株) 

当中間連結会計期間減少

株式数 (千株) 

当中間連結会計期間末株

式数 (千株) 

発行済株式        

普通株式 115,163 3,730 ― 118,893 

第１回Ａ種優先株式 11,500 ― ― 11,500 

第１回Ｂ種優先株式 10,100 ― 3,000 7,100 

第１回Ｃ種優先株式 4,000 ― 4,000 ― 

合計 140,763 3,730 7,000 137,493 

自己株式        

普通株式 3 288 ― 291 

第１回Ｂ種優先株式 ― 3,000 3,000 ― 

第１回Ｃ種優先株式 ― 4,000 4,000 ― 

合計 3 7,288 7,000 291 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数 (千株) 当中間連結会

計期間末残高 

(百万円) 
前連結会計年

度末 

当中間連結会

計期間増加 

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結会

計期間末 

提出会社 

（親会社） 

第１回新株予約権 普通株式 2,183 ― 1,798 385 ― 

第２回新株予約権 普通株式 980 ― ― 980 ― 

第３回新株予約権 
（ストックオプション） 

普通株式 398 ― ― 398 ― 

第４回新株予約権 
（ストックオプション） 

普通株式 398 ― ― 398 ― 

第５回新株予約権 
（ストックオプション） 

普通株式 405 ― ― 405 ― 

第６回新株予約権 
（ストックオプション） 

普通株式 2,959 ― ― 2,959 ― 

合計 ― ― 

(決議) 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 

第１回Ａ種優先株式 693  60.30  平成18年3月31日 平成18年6月29日 

第１回Ｂ種優先株式 304  30.10 平成18年3月31日 平成18年6月29日 

第１回Ｃ種優先株式 210 52.70  平成18年3月31日 平成18年6月29日 



当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)1. 普通株式の発行済株式総数の増加101千株は、新株予約権の行使による新株の発行による増加であります。 

2. 第１回Ｂ種優先株式の発行済株式総数の減少7,100千株は、優先株式の償還による減少であります。 

3. 普通株式の自己株式の株式数の増加9千株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

4. 第１回Ｂ種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少7,100千株は、優先株式の償還によるものであります。 

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

(注)1. 第４回新株予約権の減少は、失効によるものであります。 

2. 第５回新株予約権の減少は、失効によるものであります。 

3. 第６回新株予約権の減少277千株は、新株予約権の行使による減少101千株、失効による減少176千株であります。 

3. 配当に関する事項 

配当金支払額 

 
前連結会計年度末株式数 

 (千株) 

当中間連結会計期間増加

株式数 (千株) 

当中間連結会計期間減少

株式数 (千株) 

当中間連結会計期間末株

式数 (千株) 

発行済株式        

普通株式 118,893 101 ― 118,994 

第１回Ａ種優先株式 11,500 ― ― 11,500 

第１回Ｂ種優先株式 7,100 ― 7,100 ― 

合計 137,493 101 7,100 130,494 

自己株式        

普通株式 19 9 ― 28 

第１回Ｂ種優先株式 ― 7,100 7,100 ― 

合計 19 7,109 7,100 28 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数 (千株) 当中間連結会

計期間末残高 

(百万円) 
前連結会計年

度末 

当中間連結会

計期間増加 

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結会

計期間末 

提出会社 

（親会社） 

第１回新株予約権 普通株式 385 ― ― 385 ― 

第２回新株予約権 普通株式 980 ― ― 980 ― 

第３回新株予約権 
（ストックオプション） 

普通株式 398 ― ― 398 ― 

第４回新株予約権 
（ストックオプション） 

普通株式 398 ― 6 392 ― 

第５回新株予約権 
（ストックオプション） 

普通株式 405 ― 16 389 ― 

第６回新株予約権 
（ストックオプション） 

普通株式 2,959 ― 277 2,682 ― 

合計 ― ― 

(決議) 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成19年6月28日 

定時株主総会 

普通株式 891 7.50 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

第１回Ａ種優先株式 920 80.00 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

第１回Ｂ種優先株式 284 40.00  平成19年3月31日 平成19年6月29日 



前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)1. 普通株式の発行済株式総数の増加3,730千株は、新株予約権の行使による新株の発行による増加1,798千株、株式交換に伴う新株の発行

による増加1,932千株であります。 

2. 第１回Ｂ種優先株式の発行済株式総数の減少3,000千株は、優先株式の償還による減少であります。 

3. 第１回Ｃ種優先株式の発行済株式総数の減少4,000千株は、優先株式の償還による減少であります。 

4. 普通株式の自己株式の株式数の増加295千株は、単元未満株式の買取による増加15千株、連結子会社（完全子会社）が株式交換に伴い

取得した自己株式280千株であります。 

5. 普通株式の自己株式の株式数の減少280千株は、連結子会社（完全子会社）が株式交換に伴い取得した自己株式の売却による減少であ

ります。 

6. 第１回Ｂ種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少3,000千株は、優先株式の償還によるものであります。 

7. 第１回Ｃ種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少4,000千株は、優先株式の償還によるものであります。 

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

(注)1. 第１回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

2. 上記の新株予約権のうち、第６回新株予約権は権利行使期間の初日が到来しておりません。 

3. 配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

 
前連結会計年度末株式数

 (千株) 

当連結会計年度増加株式

数 (千株) 

当連結会計年度減少株式

数 (千株) 

当連結会計年度末株式数

(千株) 

発行済株式        

普通株式 115,163 3,730 ― 118,893 

第１回Ａ種優先株式 11,500 ― ― 11,500 

第１回Ｂ種優先株式 10,100 ― 3,000 7,100 

第１回Ｃ種優先株式 4,000 ― 4,000 ― 

合計 140,763 3,730 7,000 137,493 

自己株式        

普通株式 3 295 280 19 

第１回Ｂ種優先株式 ― 3,000 3,000 ― 

第１回Ｃ種優先株式 ― 4,000 4,000 ― 

合計 3 7,295 7,280 19 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数 (千株) 当連結会計 

年度末残高 

(百万円) 
前連結会計年

度末 

当連結会計年

度増加 

当連結会計年

度減少 

当連結会計年

度末 

提出会社 

（親会社） 

第１回新株予約権 普通株式 2,183 ― 1,798 385 ― 

第２回新株予約権 普通株式 980 ― ― 980 ― 

第３回新株予約権 
（ストックオプション） 

普通株式 398 ― ― 398 ― 

第４回新株予約権 
（ストックオプション） 

普通株式 398 ― ― 398 ― 

第５回新株予約権 
（ストックオプション） 

普通株式 405 ― ― 405 ― 

第６回新株予約権 
（ストックオプション） 

普通株式 2,959 ― ― 2,959 ― 

合計 ― ― 

(決議) 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 

第１回Ａ種優先株式 693 60.30  平成18年3月31日 平成18年6月29日 

第１回Ｂ種優先株式 304 30.10 平成18年3月31日 平成18年6月29日 

第１回Ｃ種優先株式 210 52.70  平成18年3月31日 平成18年6月29日 



（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

(決議) 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 
配当の原資 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成19年6月28日 

定時株主総会 

普通株式 891 利益剰余金 7.50  平成19年3月31日 平成19年6月29日 

第１回Ａ種優先株式 920 利益剰余金 80.00 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

第１回Ｂ種優先株式 284 利益剰余金 40.00  平成19年3月31日 平成19年6月29日 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年4月１日 

 至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成19年3月31日) 

※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び預金勘定 32,528百万円 

現金及び現金同等物計 32,528百万円 

現金及び預金勘定 20,968百万円 

現金及び現金同等物計 20,968百万円 

現金及び預金勘定 15,679百万円 

現金及び現金同等物計 15,679百万円 

2.          ─────── 2.          ─────── 2.重要な非資金取引の内容 

株式交換による資本剰

余金増加額 
1,659百万円 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年4月１日 

 至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年4月１日 

 至 平成19年3月31日) 

1.リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

1.リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

1.リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

借主側 借主側 借主側 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

(有形固 
 定資産) 
 その他 

371 170 201 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

(有形固 
 定資産) 
 その他 

416 185 231

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

(有形固
 定資産)
 その他 

427 190 236

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

同左 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額 

１年内 69百万円 

１年超 131百万円 

合計 201百万円 

１年内 82百万円 

１年超 149百万円 

合計 231百万円 

１年内 82百万円 

１年超 153百万円 

合計 236百万円 

(注) 未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

同左 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。 

(3)支払リース料、減価償却費相当額 (3)支払リース料、減価償却費相当額 (3)支払リース料、減価償却費相当額 

支払リース料 38百万円 

減価償却費相当額 38百万円 

支払リース料 44百万円 

減価償却費相当額 44百万円 

支払リース料 80百万円 

減価償却費相当額 80百万円 

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

同左 同左 

2.オペレーティング・リース取引 2.オペレーティング・リース取引 2.オペレーティング・リース取引 

借主側 借主側 借主側 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年内 2,449百万円 

１年超 10,968百万円 

合計 13,417百万円 

１年内 3,350百万円 

１年超 12,398百万円 

合計 15,748百万円 

１年内 2,943百万円 

１年超 13,386百万円 

合計 16,329百万円 



（有価証券関係） 

有価証券 

1.その他有価証券で時価のあるもの 

2.時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 

金利スワップ取引を契約しておりますが、すべてヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引の契約額

等、時価及び評価損益の状況の記載を省略しております。 

当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)及び前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成

19年3月31日) 

中間期末(期末)残高がないため、該当事項はありません。 

区分 

前中間連結会計期間末 

(平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年9月30日) 

前連結会計年度 

(平成19年3月31日) 

取得原価 

(百万円) 

中間連結貸借

対照表計上額 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

取得原価 

(百万円) 

中間連結貸借

対照表計上額

(百万円) 

差額 

(百万円) 

取得原価 

(百万円) 

連結貸借対 

照表計上額 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

(1) 株式 1,954 9,369 7,414 1,954 6,649 4,695 1,954 8,483 6,528 

(2) 債券                  

国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

(3) その他 44 44 0 50 40 △10 ― ― ― 

合計 1,998 9,414 7,415 2,005 6,689 4,684 1,954 8,483 6,528 

区分 

前中間連結会計期間末 

(平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年9月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年3月31日) 

中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券      

非上場株式 384 537 535 

優先出資証券 803 803 803 



（ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 

該当事項はありません。 

当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容 

(注)1. 平成17年7月25日開催の取締役会決議における付与対象者の区分及び人数を記載しております。 

2. ストック・オプションの数は株式数に換算しております。 

  第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 

付与対象者の区分及

び人数  (注)1 

当社の取締役  7名 

当社の監査役  1名 

当社の取締役  7名 

当社の監査役  1名 

当社の取締役  7名 

当社の監査役  1名 
当社の従業員 537名 

ストック・オプショ

ンの数  (注)2 
普通株式  398,000株 普通株式  398,000株 普通株式  405,000株 普通株式 2,959,000株

付与日 平成17年7月25日 平成17年7月25日 平成17年7月25日 平成17年7月25日 

権利確定条件 

①平成18年3月期に関

する当社定時株主総

会の終結時点まで、

当社の取締役又は監

査役の地位を喪失し

ていないこと。 

但し、当社取締役会

が、地位の喪失にも

かかわらず行使を認

める旨決定した場合

を除く。 

  

②各本件新株予約権の

一部行使はできない

こととする。 

①平成19年3月期に関

する当社定時株主総

会の終結時点まで、

当社の取締役又は監

査役の地位を喪失し

ていないこと。 

但し、当社取締役会

が、地位の喪失にも

かかわらず行使を認

める旨決定した場合

を除く。 

  

②各本件新株予約権の

一部行使はできない

こととする。 

①平成20年3月期に関

する当社定時株主総

会の終結時点まで、

当社の取締役又は監

査役の地位を喪失し

ていないこと。 

但し、当社取締役会

が、地位の喪失にも

かかわらず行使を認

める旨決定した場合

を除く。 

  

②各本件新株予約権の

一部行使はできない

こととする。 

①新株予約権者は、行

使時において、当社

又は当社の子会社の

取締役、監査役又は

従業員の地位にある

ことを要する。 

但し、定年退職、会

社都合による退職、

その他正当な理由が

あると取締役会が決

定した場合はこの限

りでない。 

②各本件新株予約権の

一部行使はできない

こととする。 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めは

ありません。 

対象勤務期間の定めは

ありません。 

対象勤務期間の定めは

ありません。 

対象勤務期間の定めは

ありません。 

権利行使期間 
自 平成17年7月26日 

至 平成27年6月28日 

自 平成17年7月26日 

至 平成27年6月28日 

自 平成17年7月26日 

至 平成27年6月28日 

自 平成19年7月１日 

至 平成27年6月28日 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

（注）1.事業区分は売上集計区分によっております。 

2.各事業の主な内容 

不動産販売事業………中高層住宅、戸建住宅及び土地・建物の販売 

不動産管理事業………中高層住宅、オフィスビル、厚生施設などの管理運営 

不動産賃貸事業………中高層住宅、オフィスビルの賃貸及び転貸（サブリース） 

その他…………………不動産の仲介、工事、海外事業他 

3.会計処理方法の変更 

 (前中間連結会計期間)  

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基

準」を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における不動産販売事業の営業費用が120

百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

 (前連結会計年度)  

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度から「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適

用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における不動産販売事業の営業費用が120百万円増加

し、営業利益が同額減少しております。 

 
不動産 

販売事業 

（百万円） 

不動産 

管理事業 

（百万円） 

不動産 

賃貸事業 

（百万円） 

その他 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又 

は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

売上高              

(1) 外部顧客に対する売上高 71,858 8,973 5,875 12,905 99,612 ― 99,612 

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― 472 ― 2,600 3,073 (3,073) ― 

計 71,858 9,445 5,875 15,505 102,685 (3,073) 99,612 

営業費用 65,591 8,705 5,755 14,529 94,581 (3,336) 91,245 

営業利益 6,266 740 120 976 8,103 263 8,366 

 
不動産 

販売事業 

（百万円） 

不動産 

管理事業 

（百万円） 

不動産 

賃貸事業 

（百万円） 

その他 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又 

は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

売上高              

(1) 外部顧客に対する売上高 69,746 9,104 6,541 12,332 97,724 ― 97,724 

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― 487 76 1,948 2,512 (2,512) ― 

計 69,746 9,591 6,617 14,281 100,236 (2,512) 97,724 

営業費用 58,147 8,945 6,599 13,947 87,639 (1,808) 85,831 

営業利益 11,599 645 17 333 12,596 (703) 11,892 

 
不動産 

販売事業 

（百万円） 

不動産 

管理事業 

（百万円） 

不動産 

賃貸事業 

（百万円） 

その他 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又 

は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

売上高              

(1) 外部顧客に対する売上高 157,687 18,094 12,175 25,513 213,472 ― 213,472 

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― 888 ― 5,718 6,606 (6,606) ― 

計 157,687 18,983 12,175 31,231 220,079 (6,606) 213,472 

営業費用 142,159 17,504 12,029 30,089 201,782 (6,120) 195,662 

営業利益 15,528 1,479 146 1,141 18,296 (486) 17,810 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）、当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

及び前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）、当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

及び前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

（企業結合等関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

(共通支配下の取引) 

1. 結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称ならびに取引の目的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業の名称及び事業の内容 

① 結合企業（株式交換完全親会社） 

② 被結合企業（株式交換完全子会社） 

(2) 企業結合の法的形式 

株式交換 

(3) 企業結合後の名称 

株式会社コスモスイニシア 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

当社の不動産販売、賃貸、仲介事業と株式会社コスモスライフの不動産管理事業において、より密接な連携強化を図ると共に、更な

るシナジー効果を発揮することにより、グループ企業価値を高めることを目的として、平成18年5月19日に締結した株式交換契約書

に基づき、平成18年7月3日を株式交換の日として、株式交換を行い、株式会社コスモスライフの株主（当社を除く）に対して当社の

株式を割り当て交付した結果、株式会社コスモスライフが当社の完全子会社となりました。 

2. 実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準  三 企業結合に係る会計基準 ４ 共通支配下の取引等の会計処理  (2) 少数株主との取引」に規定する個

別財務諸表上及び連結財務諸表上の会計処理を適用いたしました。 

3. 子会社株式の追加取得に関する事項 

(1) 取得原価及びその内訳 

(2) 株式の種類別の交換比率及びその算定方法ならびに交付株式数及びその評価額 

① 株式の種類及び交換比率 

普通株式  株式会社コスモスイニシア １ ： 株式会社コスモスライフ 0.07 

② 交換比率の算定方法 

株式交換比率の算定は、株式会社大和総研に依頼し、当社については市場株価方式により、株式会社コスモスライフについては、純

資産価額方式及び類似会社比較方式による分析を行い、それらの結果を総合的に勘案し決定しております。 

③ 交付株式数及びその評価額 

(3) 発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

① 負ののれんの金額 

② 発生原因 

追加取得により減少する少数株主持分の金額が、株式会社コスモスライフの株式の取得原価を上回ったため、その差額を負ののれん

として認識しております。 

③ 償却の方法及び償却期間 

金額が僅少なため全額発生時の損益として処理しております。 

名称 ： 株式会社コスモスイニシア 

事業の内容 ： 不動産販売、賃貸、仲介事業等 

名称 ： 株式会社コスモスライフ 

事業の内容 ： 不動産管理事業、保守・修繕事業等 

取得の対価    
株式会社コスモスイニシアの株式 1,659百万円 

取得に直接要した支出 8百万円 

取得原価 1,667百万円  

1,932,000株 1,659百万円 

43百万円 



当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

(共通支配下の取引) 

1. 結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称ならびに取引の目的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業の名称及び事業の内容 

① 結合企業（株式交換完全親会社） 

② 被結合企業（株式交換完全子会社） 

(2) 企業結合の法的形式 

株式交換 

(3) 企業結合後の名称 

株式会社コスモスイニシア 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

当社の不動産販売、賃貸、仲介事業と株式会社コスモスライフの不動産管理事業において、より密接な連携強化を図ると共に、更な

るシナジー効果を発揮することにより、グループ企業価値を高めることを目的として、平成18年5月19日に締結した株式交換契約書

に基づき、平成18年7月3日を株式交換の日として、株式交換を行い、株式会社コスモスライフの株主（当社を除く）に対して当社の

株式を割り当て交付した結果、株式会社コスモスライフが当社の完全子会社となりました。 

2. 実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準  三 企業結合に係る会計基準 ４ 共通支配下の取引等の会計処理  (2) 少数株主との取引」に規定する個

別財務諸表上及び連結財務諸表上の会計処理を適用いたしました。 

3. 子会社株式の追加取得に関する事項 

(1) 取得原価及びその内訳 

(2) 株式の種類別の交換比率及びその算定方法ならびに交付株式数及びその評価額 

① 株式の種類及び交換比率 

普通株式  株式会社コスモスイニシア １ ： 株式会社コスモスライフ 0.07 

② 交換比率の算定方法 

株式交換比率の算定は、株式会社大和総研に依頼し、当社については市場株価方式により、株式会社コスモスライフについては、純

資産価額方式及び類似会社比較方式による分析を行い、それらの結果を総合的に勘案し決定しております。 

③ 交付株式数及びその評価額 

(3) 発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

① 負ののれんの金額 

② 発生原因 

追加取得により減少する少数株主持分の金額が、株式会社コスモスライフの株式の取得原価を上回ったため、その差額を負ののれん

として認識しております。 

③ 償却の方法及び償却期間 

金額が僅少なため全額発生時の損益として処理しております。 

名称 ： 株式会社コスモスイニシア 

事業の内容 ： 不動産販売、賃貸、仲介事業等 

名称 ： 株式会社コスモスライフ 

事業の内容 ： 不動産管理事業、保守・修繕事業等 

取得の対価    
株式会社コスモスイニシアの株式 1,659百万円 

取得に直接要した支出 8百万円 

取得原価 1,667百万円  

1,932,000株 1,659百万円 

43百万円 



（１株当たり情報） 

(注)1. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

2. １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年4月１日 

 至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年4月１日 

 至 平成19年3月31日) 

１株当たり純資産額 143.09円 

１株当たり中間純利益金額 43.80円 

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額 
32.83円 

１株当たり純資産額 370.19円 

１株当たり中間純利益金額 151.27円 

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額 
110.78円 

１株当たり純資産額 225.37円 

１株当たり当期純利益金額 121.16円 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額 
89.17円 

 
前中間連結会計期間末

平成18年9月30日 
当中間連結会計期間末

平成19年9月30日 
前連結会計年度末
平成19年3月31日 

純資産の部の合計額 (百万円) 36,193 56,018 46,613 

純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) 19,221 11,978 19,822 

（うち優先株式発行価額） (18,600) (11,500) (18,600) 

（うち優先配当額） (603) (460) (1,204) 

（うち少数株主持分） (18) (18) (18) 

普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 (百

万円) 
16,971 44,040 26,791 

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期

末(期末)の普通株式の数 (株) 
118,601,966 118,965,838 118,874,458 

 
前中間連結会計期間
(自 平成18年4月１日 
 至 平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年4月１日 

 至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度
(自 平成18年4月１日 

 至 平成19年3月31日) 

１株当たり中間(当期)純利益金額      

中間(当期)純利益 (百万円) 5,917 18,660 15,685 

普通株主に帰属しない金額 (百万円) 770 671 1,371 

（うち優先配当額） (603) (460) (1,204) 

（うち優先株式の償還差額） (167) (211) (167) 

普通株式に係る中間(当期)純利益 (百万円) 5,146 17,989 14,313 

普通株式の期中平均株式数 (株) 117,480,531 118,916,819 118,133,009 

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金

額 
     

中間(当期)純利益調整額 (百万円) 770 671 1,371 

（うち優先配当額） (603) (460) (1,204) 

（うち優先株式の償還差額） (167) (211) (167) 

普通株式増加数 (株) 62,709,269 49,521,208 57,762,871 

（うち優先株式） (59,043,547) (46,531,302) (54,368,153) 

（うち新株予約権） (3,665,722) (2,989,906) (3,394,718) 



(2)【その他】 

訴訟 

当社は、当社が分譲いたしました横須賀市のマンションにおいて、施工上の不具合等があることが判明したこ

とから、当該マンションの区分所有者及び管理組合法人に対し補修改善工事等の提案を申し入れ、協議を行って

まいりましたが、相互間の合意を得ることができなかったことにより、区分所有者及び管理組合法人より瑕疵担

保責任等に基づく損害賠償請求訴訟（請求額：5,087百万円及び附帯する年5％の割合による遅延損害金並びに訴

訟費用）を東京地方裁判所に提訴されており、現在係争中であります。 

当社といたしましては、当社の提案する補修改善工事内容は第三者機関にも適切な補修方法として評価いただ

いており、当社の提案する方法による補修が適切であるとの主張が認められるものと考えております。 



２【中間財務諸表等】 

(1)【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

   
前中間会計期間末 
(平成18年9月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年9月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成19年3月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額 (百万円) 
構成比
(％) 

金額 (百万円) 
構成比
(％) 

金額 (百万円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)                    

Ⅰ 流動資産                    

現金及び預金   24,165     18,540     10,615    

売掛金   571     612     651    

たな卸資産 
※2 
※4 
※6 

131,956     175,993     157,722    

販売用不動産前渡金 
※2 
※4 

9,384     8,608     9,384    

繰延税金資産   2,405     3,078     3,330    

その他   6,379     5,395     4,303    

貸倒引当金   △14     △6     △7    

流動資産合計     174,846 81.6   212,221 82.6   185,999 82.7 

Ⅱ 固定資産                    

有形固定資産                    

建物 ※1 1,777     1,667     1,723    

土地 ※6 6,268     6,268     6,268    

その他 ※1 216     192     222    

有形固定資産合計   8,262   3.8 8,128   3.2 8,214   3.7 

無形固定資産   723   0.3 730   0.3 776   0.3 

投資その他の資産                    

投資有価証券   11,977     7,552     10,906    

関係会社株式   12,024     11,853     11,935    

更生債権その他これに
準ずる債権   21,113     22,000     21,722    

繰延税金資産   ―     9,832     573    

その他   6,975     6,998     7,028    

貸倒引当金   △21,527     △22,391     △22,136    

投資その他の資産合計   30,563   14.3 35,847   13.9 30,030   13.3 

固定資産合計     39,549 18.4   44,706 17.4   39,021 17.3 

資産合計     214,396 100.0   256,927 100.0   225,020 100.0 

                     
 



   
前中間会計期間末 
(平成18年9月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年9月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成19年3月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額 (百万円) 
構成比
(％) 

金額 (百万円) 
構成比
(％) 

金額 (百万円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)                    

Ⅰ 流動負債                    

支払手形   38,512     26,711     45,530    

短期借入金 
※3 
※4 

36,481     49,835     38,375    

未払法人税等   97     173     131    

預り金   14,318     14,201     6,163    

賞与引当金   756     813     906    

その他   23,247     25,271     21,096    

流動負債合計     113,413 52.9   117,006 45.6   112,204 49.9

Ⅱ 固定負債                    

長期借入金 
※3 
※4 

65,449     90,005     70,983    

退職給付引当金   574     ―     ―    

事業損失引当金   871     ―     262    

その他   5,528     4,372     4,400    

固定負債合計     72,424 33.8   94,377 36.7   75,645 33.6

負債合計     185,838 86.7   211,384 82.3   187,849 83.5

                     

(純資産の部)                    

Ⅰ 株主資本                    

  資本金     11,889 5.5   11,907 4.6   11,889 5.3

   資本剰余金                    

   資本準備金   5,299     5,317     5,299    

  その他資本剰余金   2,315     ―     2,315    

資本剰余金合計     7,615 3.6   5,317 2.1   7,615 3.4

  利益剰余金                    

  その他利益剰余金                    

繰越利益剰余金   5,442     26,099     14,509    

利益剰余金合計     5,442 2.5   26,099 10.1   14,509 6.4

  自己株式     △9 △0.0   △21 △0.0   △14 △0.0

株主資本合計     24,937 11.6   43,302 16.8   33,998 15.1 

Ⅱ 評価・換算差額等                    

  その他有価証券評価差額
金     3,621 1.7   2,240 0.9   3,172 1.4

評価・換算差額等合計     3,621 1.7   2,240 0.9   3,172 1.4

純資産合計     28,558 13.3   45,543 17.7   37,170 16.5 

負債純資産合計     214,396 100.0   256,927 100.0   225,020 100.0 

                     



②【中間損益計算書】 

   
前中間会計期間 

(自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年4月１日 
至 平成19年9月30日) 

前事業年度の要約損益計算書 
(自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額 (百万円) 
百分比
(％) 

金額 (百万円) 
百分比
(％) 

金額 (百万円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高     79,560 100.0   77,341 100.0   164,894 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※6   62,532 78.6   55,826 72.2   129,825 78.7 

売上総利益     17,028 21.4   21,515 27.8   35,069 21.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     10,259 12.9   10,893 14.1   20,756 12.6 

営業利益     6,769 8.5   10,622 13.7   14,313 8.7 

Ⅳ 営業外収益 ※1   380 0.4   1,007 1.3   588 0.4 

Ⅴ 営業外費用 ※2   992 1.2   1,574 2.0   2,106 1.3 

経常利益     6,157 7.7   10,055 13.0   12,795 7.8 

Ⅵ 特別利益 ※3   21 0.0   0 0.0   586 0.3 

Ⅶ 特別損失 ※4   773 0.9   ― ―   781 0.5 

税引前中間(当期)純利益     5,405 6.8   10,055 13.0   12,600 7.6 

法人税、住民税及び事業
税   10     △257     21    

法人税等調整額   △48 △37 △0.0 △8,368 △8,625 △11.2 △1,930 △1,908 △1.2 

中間(当期)純利益     5,442 6.8   18,681 24.2   14,509 8.8 

                     



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  株主資本 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

 

資本準備金 
その他資本 
剰余金 

資本剰余金 
合計 

その他利益剰余金 
利益剰余金 

合計   別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

平成18年3月31日残高 (百万円) 11,763 3,513 73,325 76,838 4,500 △67,133 △62,633 

中間会計期間中の変動額              

新株の発行 125 125   125       

剰余金の配当 (注)     △1,208 △1,208       

中間純利益           5,442 5,442 

自己株式の取得               

自己株式の消却     △7,167 △7,167       

株式交換による増加   1,659   1,659       

剰余金間の振替 (注)     △62,633 △62,633   62,633 62,633 

別途積立金の取崩 (注)         △4,500 4,500 ― 

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額(純額) 

             

中間会計期間中の変動額合計 (百万円) 125 1,785 △71,009 △69,223 △4,500 72,575 68,075 

平成18年9月30日残高 (百万円) 11,889 5,299 2,315 7,615 ― 5,442 5,442 

  株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計
  自己株式  株主資本合計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算 
差額等合計 

平成18年3月31日残高 (百万円) △3 25,965 4,005 4,005 29,971 

中間会計期間中の変動額          

新株の発行   251     251 

剰余金の配当 (注)   △1,208     △1,208 

中間純利益   5,442     5,442 

自己株式の取得 △7,173 △7,173     △7,173 

自己株式の消却 7,167 ―     ― 

株式交換による増加   1,659     1,659 

剰余金間の振替 (注)   ―     ― 

別途積立金の取崩 (注)   ―     ― 

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額(純額) 

    △384 △384 △384 

中間会計期間中の変動額合計 (百万円) △6 △1,028 △384 △384 △1,413 

平成18年9月30日残高 (百万円) △9 24,937 3,621 3,621 28,558 



当中間会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

  株主資本 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

 

資本準備金 
その他資本 
剰余金 

資本剰余金 
合計 

その他利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

 
繰越利益 
剰余金 

平成19年3月31日残高 (百万円) 11,889 5,299 2,315 7,615 14,509 14,509 

中間会計期間中の変動額            

新株の発行 18 18   18     

剰余金の配当         △2,095 △2,095 

中間純利益         18,681 18,681 

自己株式の取得             

自己株式の消却     △2,315 △2,315 △4,995 △4,995 

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額(純額) 

           

中間会計期間中の変動額合計 (百万円) 18 18 △2,315 △2,297 11,589 11,589 

平成19年9月30日残高 (百万円) 11,907 5,317 ― 5,317 26,099 26,099 

  株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
  自己株式 株主資本合計 

その他有価証
券評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成19年3月31日残高 (百万円) △14 33,998 3,172 3,172 37,170 

中間会計期間中の変動額          

新株の発行   36     36 

剰余金の配当   △2,095     △2,095 

中間純利益   18,681     18,681 

自己株式の取得 △7,318 △7,318     △7,318 

自己株式の消却 7,311 ―     ― 

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額（純額） 

    △931 △931 △931 

中間会計期間中の変動額合計 (百万円) △6 9,303 △931 △931 8,372 

平成19年9月30日残高 (百万円) △21 43,302 2,240 2,240 45,543 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  株主資本 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

 

資本準備金 
その他資本 
剰余金 

資本剰余金 
合計 

その他利益剰余金 
利益剰余金 

合計   別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

平成18年3月31日残高 (百万円) 11,763 3,513 73,325 76,838 4,500 △67,133 △62,633 

事業年度中の変動額              

新株の発行 125 125   125       

剰余金の配当 (注)     △1,208 △1,208       

当期純利益           14,509 14,509 

自己株式の取得               

自己株式の消却     △7,167 △7,167       

株式交換による増加   1,659   1,659       

剰余金間の振替 (注)     △62,633 △62,633   62,633 62,633 

別途積立金の取崩 (注)         △4,500 4,500 ― 

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額(純額) 

             

事業年度中の変動額合計 (百万円) 125 1,785 △71,009 △69,223 △4,500 81,642 77,142 

平成19年3月31日残高 (百万円) 11,889 5,299 2,315 7,615 ― 14,509 14,509 

  株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計
  自己株式 株主資本合計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計 

平成18年3月31日残高 (百万円) △3 25,965 4,005 4,005 29,971 

事業年度中の変動額          

新株の発行   251     251 

剰余金の配当 (注)   △1,208     △1,208 

当期純利益   14,509     14,509 

自己株式の取得 △7,179 △7,179     △7,179 

自己株式の消却 7,167 ―     ― 

株式交換による増加   1,659     1,659 

剰余金間の振替 (注)   ―     ― 

別途積立金の取崩 (注)   ―     ― 

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額(純額) 

    △833 △833 △833 

事業年度中の変動額合計 (百万円) △11 8,033 △833 △833 7,199 

平成19年3月31日残高 (百万円) △14 33,998 3,172 3,172 37,170 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 

(自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年4月１日 

至 平成19年9月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年4月１日 

至 平成19年3月31日) 

1. 資産の評価基準及び評価方法 1. 資産の評価基準及び評価方法 1. 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

時価のあるもの 

同左 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

(2) たな卸資産 

個別法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定） 

(棚卸資産の評価に関する会計基準) 

当中間会計期間より、「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第9

号 平成18年7月5日）が平成20年3月31日

以前に開始する事業年度に係る財務諸表

から適用できることになったことに伴

い、同会計基準を適用しております。こ

れにより営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益は、それぞれ120百万円減少

しております。 

(2) たな卸資産 

個別法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定） 

(2) たな卸資産 

個別法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定） 

(棚卸資産の評価に関する会計基準) 

当事業年度より、「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第9号 平

成18年7月5日）が平成20年3月31日以前に

開始する事業年度に係る財務諸表から適

用できることになったことに伴い、同会

計基準を適用しております。これにより

営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益は、それぞれ120百万円減少しておりま

す。 

2. 固定資産の減価償却の方法 2. 固定資産の減価償却の方法 2. 固定資産の減価償却の方法 

(1) 賃貸用有形固定資産 

定額法 

(1) 賃貸用有形固定資産 

同左 

(1) 賃貸用有形固定資産 

同左 

(2) 上記以外の有形固定資産 

定率法 

(2) 上記以外の有形固定資産 

同左 

(2) 上記以外の有形固定資産 

同左 

(3) 自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間(5年)に基づ

く定額法 

(3) 自社利用のソフトウェア 

同左 

(3) 自社利用のソフトウェア 

同左 

(4) 上記以外の無形固定資産 

定額法 

(4) 上記以外の無形固定資産 

同左 

(4) 上記以外の無形固定資産 

同左 

(5) 長期前払費用 

期限内均等償却法 

(5) 長期前払費用 

同左 

(5) 長期前払費用 

同左 

  (会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴い、当中間会計期間

より、平成19年4月1日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく償却方法により減価償却費を計

上しております。これにより損益に与え

る影響は軽微であります。 

 

  (追加情報) 

法人税法の改正に伴い、平成19年3月31

日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の5％に達した事業

年度の翌事業年度より、取得価額の5％

相当額と備忘価額との差額を5年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。これにより損益に与え

る影響は軽微であります。 

 

3. 繰延資産の処理方法 3. 繰延資産の処理方法 3. 繰延資産の処理方法 

株式交付費は支出時に全額費用として処

理しております。 

同左 同左 

 



前中間会計期間 

(自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年4月１日 

至 平成19年9月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年4月１日 

至 平成19年3月31日) 

4. 引当金の計上基準 4. 引当金の計上基準 4. 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに備えるため、実

際支払い額を見積り当中間会計期間負担

額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに備えるため、実

際支払い額を見積り当期負担額を計上し

ております。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期末

における退職給付債務の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において発生して

いると認められる額を計上しておりま

す。 

数理計算上の差異については、それぞれ

発生の翌期から5年の定額法により按分

した額を費用処理することとしておりま

す。 

(3)          ─────── (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、期末に

おける退職給付債務の見込額に基づき、

発生していると認められる額を計上して

おりましたが、平成19年3月に退職一時金

制度を廃止しており、これに伴い退職給

付引当金を全額取崩し、特別利益として

退職一時金制度終了益557百万円を計上し

ております。 

なお、数理計算上の差異については、そ

れぞれ発生の翌期から5年の定額法により

按分した額を費用処理することとしてお

ります。 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払いに備えるた

め、内規に基づく中間会計期間末要支給

額を計上しておりましたが、平成18年6

月29日開催の定時株主総会における役員

退職慰労金制度の廃止及び打ち切り支給

の決議に基づき、当中間会計期間におい

て役員退職慰労引当金全額を取崩し、打

ち切り支給額の未払い分については固定

負債その他に計上しております。 

(4)          ─────── (4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払いに備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ておりましたが、平成18年6月29日開催の

定時株主総会における役員退職慰労金制

度の廃止及び打ち切り支給の決議に基づ

き、当事業年度において役員退職慰労引

当金全額を取崩し、打ち切り支給額の未

払い分については固定負債その他に計上

しております。 

(5) 事業損失引当金 

子会社の開発事業に係る損失に備えるた

め、追加負担見込額を計上しておりま

す。 

(5)          ─────── (5) 事業損失引当金 

子会社の開発事業に係る損失に備えるた

め、追加負担見込額を計上しておりま

す。 

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換

算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。 

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換

算基準 

同左 

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換

算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為

替相場により、円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

6. リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

6. リース取引の処理方法 

同左 

6. リース取引の処理方法 

同左 

7. その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

7. その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

7. その他財務諸表作成のための基本となる

重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。ただし、資

産に係る控除対象外消費税等は、発生事

業年度の期間費用として処理しておりま

す。 

(1) 消費税等の会計処理方法 

同左 

(1) 消費税等の会計処理方法 

同左 

(2)          ─────── 

  

(2) 連結納税制度の適用 

当中間会計期間より、連結納税制度を適

用しております。 

(2)          ─────── 

  



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年4月１日 
至 平成19年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第8号 平成17年12月9日）を適用してお

ります。従来の資本の部の合計に相当する

金額は28,558百万円であります。なお、当

中間会計期間における中間貸借対照表の純

資産の部については、中間財務諸表等規則

の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規

則により作成しております。 

─────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第8

号 平成17年12月9日）を適用しておりま

す。従来の資本の部の合計に相当する金額

は37,170百万円であります。なお、当事業

年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の財務諸表等規則により作成しており

ます。 

（企業結合に係る会計基準等） 

当中間会計期間より、「企業結合に係る会

計基準」（企業会計審議会 平成15年10月

31日）及び「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準第7号 平成17年12月27

日）並びに「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第10号 平成17年12月27

日）を適用しております。 

  （企業結合に係る会計基準等） 

当事業年度より、「企業結合に係る会計基

準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）

及び「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第7号 平成17年12月27日）並び

に「企業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第10号 平成17年12月27日）を適用し

ております。 

前中間会計期間 

(自 平成18年4月１日 

 至 平成18年9月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年4月１日 

 至 平成19年9月30日) 

（中間貸借対照表関係） 

 前中間会計期間において区分掲記しておりました「不動産特定共

同事業預り金」（当中間会計期間末残高5,500百万円）は、負債純

資産合計額の100分の5以下となったため、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

─────── 

  

  

  

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年9月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年9月30日） 

前事業年度末 
（平成19年3月31日） 

※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額 

2,398百万円 2,524百万円 2,431百万円 

※2.担保に供されている資産 ※2.担保に供されている資産 ※2.担保に供されている資産 

たな卸資産 106,727百万円 

販売用不動産前渡金 1,485百万円 

計 108,212百万円 

たな卸資産 142,800百万円 

販売用不動産前渡金 499百万円 

計 143,299百万円 

たな卸資産 120,577百万円 

販売用不動産前渡金 316百万円 

計 120,894百万円 

※3.上記※2に対する担保付債務 ※3.上記※2に対する担保付債務 ※3.上記※2に対する担保付債務 

短期借入金 30,285百万円 

長期借入金 60,190百万円 

計 90,475百万円 

短期借入金 39,437百万円 

長期借入金 89,619百万円 

計 129,056百万円 

短期借入金 32,231百万円 

長期借入金 70,429百万円 

計 102,660百万円 

※4.上記※3以外に、短期借入金5,900百万円

及び長期借入金3,641百万円について、

下記の資産に対する担保留保条項が付さ

れております。 

※4.          ─────── ※4.          ─────── 

たな卸資産 5,908百万円 

販売用不動産前渡金 50百万円 

計 5,958百万円 

   

5.偶発債務 5.偶発債務 5.偶発債務 

(1)顧客等の金融機関借入金等について、

下記の債務保証を行っております。 

(1)顧客等の金融機関借入金等について、

下記の債務保証を行っております。 

(1)顧客等の金融機関借入金等について、

下記の債務保証を行っております。 

被保証者 
保証額 

（百万円） 

顧客住宅ローン連帯
保証債務 

23,087 

㈲コスモスアセット
マネジメント・スリ
ー 

5,940 

㈱コスモスモア 7 

東急建設㈱ 3 

相鉄ホーム㈱ 9 

計 29,047 

被保証者 
保証額 

（百万円） 

顧客住宅ローン連帯
保証債務 

17,374 

㈲コスモスアセット
マネジメント・スリ
ー 

5,940 

相鉄ホーム㈱ 2 

東急建設㈱ 1 

㈱コスモスモア 0 

計 23,318 

被保証者 
保証額 

（百万円） 

顧客住宅ローン連帯
保証債務 

22,342 

㈲コスモスアセット
マネジメント・スリ
ー 

5,940 

相鉄ホーム㈱ 30 

㈱コスモスモア 38 

東急建設㈱ 0 

計 28,352 

(2)下記の会社に対して不動産売買予約を

行っております。 

   

被保証者 
保証額 

（百万円） 

ＲＣ武蔵小杉特定目
的会社 

7,467 

㈲ＣＡＭ５ 2,190 

計 9,658 

   

※6.有形固定資産の保有目的の変更 

保有目的の変更により、従来、有形固定

資産として保有していた土地のうち811

百万円について、たな卸資産に振り替え

ております。 

※6.          ─────── 

  

※6.有形固定資産の保有目的の変更 

保有目的の変更により、従来、有形固定

資産として保有していた土地のうち811

百万円について、たな卸資産に振り替え

ております。 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
(自 平成18年9月１日 
 至 平成18年9月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年4月１日 

 至 平成19年9月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年4月１日 

 至 平成19年3月31日) 

※1.営業外収益のうち重要なもの ※1.営業外収益のうち重要なもの ※1.営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 11百万円 

受取配当金 248百万円 

施設賃貸料 80百万円 

受取利息 6百万円 

受取配当金 832百万円 

施設賃貸料 87百万円 

受取利息 51百万円 

受取配当金 270百万円 

施設賃貸料 163百万円 

※2.営業外費用のうち重要なもの ※2.営業外費用のうち重要なもの ※2.営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 791百万円 支払利息 1,178百万円 支払利息 1,813百万円 

※3.特別利益のうち重要なもの ※3.特別利益のうち重要なもの ※3.特別利益のうち重要なもの 

貸倒引当金戻入益 21百万円 貸倒引当金戻入益 0百万円 退職一時金制度終了益 557百万円 

貸倒引当金戻入益 28百万円 

※4.特別損失のうち重要なもの ※4.          ─────── ※4.特別損失のうち重要なもの 

本店等移転費用 722百万円   本店等移転費用 722百万円

5.減価償却実施額 5.減価償却実施額 5.減価償却実施額 

有形固定資産 60百万円 

無形固定資産 84百万円 

有形固定資産 93百万円 

無形固定資産 102百万円 

有形固定資産 159百万円 

無形固定資産 178百万円 

※6.売上原価に含まれるたな卸資産評価損 

  120百万円 

※6.          ─────── ※6.売上原価に含まれるたな卸資産評価損 

  120百万円 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)1. 普通株式の自己株式の株式数の増加8千株は、単元未満株式の買取による増加8千株であります。 

2. 第１回Ｂ種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少3,000千株は、優先株式の償還によるものであります。 

3. 第１回Ｃ種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少4,000千株は、優先株式の償還によるものであります。 

当中間会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)1. 普通株式の自己株式の株式数の増加9千株は、単元未満株式の買取による増加9千株であります。 

2. 第１回Ｂ種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少7,100千株は、優先株式の償還によるものであります。 

前事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)1. 普通株式の自己株式の株式数の増加15千株は、単元未満株式の買取による増加15千株であります。 

2. 第１回Ｂ種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少3,000千株は、優先株式の償還によるものであります。 

3. 第１回Ｃ種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少4,000千株は、優先株式の償還によるものであります。 

 
前事業年度末株式数（千

株） 

当中間会計期間増加株式

数（千株） 

当中間会計期間減少株式

数（千株） 

当中間会計期間末株式数

（千株） 

自己株式        

普通株式 3 8 ― 11 

第１回Ｂ種優先株式 ― 3,000 3,000 ― 

第１回Ｃ種優先株式 ― 4,000 4,000 ― 

合計 3 7,008 7,000 11 

 
前事業年度末株式数（千

株） 

当中間会計期間増加株式

数（千株） 

当中間会計期間減少株式

数（千株） 

当中間会計期間末株式数

（千株） 

自己株式        

普通株式 19 9 ― 28 

第１回Ｂ種優先株式 ― 7,100 7,100 ― 

合計 19 7,109 7,100 28 

 
前事業年度末株式数（千

株） 

当事業年度増加株式数

（千株） 

当事業年度減少株式数

（千株） 

当事業年度末株式数（千

株） 

自己株式        

普通株式 3 15 ― 19 

第１回Ｂ種優先株式 ― 3,000 3,000 ― 

第１回Ｃ種優先株式 ― 4,000 4,000 ― 

合計 3 7,015 7,000 19 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。 

（企業結合等関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

１.(1)中間連結財務諸表 注記事項（企業結合等関係）に記載のとおりであります。 

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

１.(1)連結財務諸表 注記事項（企業結合等関係）に記載のとおりであります。 

前中間会計期間 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成18年9月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年4月１日 

 至 平成19年9月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年4月１日 

 至 平成19年3月31日) 

1.リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

1.リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

1.リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

借主側 借主側 借主側 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

工具器具
及び備品 

26 11 14 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

工具器具
及び備品 

13 3 9

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

工具器具
及び備品

26 14 12

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 5百万円 

１年超 9百万円 

合計 14百万円 

１年内 2百万円 

１年超 7百万円 

合計 9百万円 

１年内 3百万円 

１年超 8百万円 

合計 12百万円 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。 

(3)支払リース料、減価償却費相当額 (3)支払リース料、減価償却費相当額 (3)支払リース料、減価償却費相当額 

支払リース料 2百万円 

減価償却費相当額 2百万円 

支払リース料 2百万円 

減価償却費相当額 2百万円 

支払リース料 5百万円 

減価償却費相当額 5百万円 

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

同左 同左 

2.オペレーティング・リース取引 2.オペレーティング・リース取引 2.オペレーティング・リース取引 

借主側 借主側 借主側 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年内 2,449百万円 

１年超 10,968百万円 

合計 13,417百万円 

１年内 3,350百万円 

１年超 12,398百万円 

合計 15,748百万円 

１年内 2,943百万円 

１年超 13,386百万円 

合計 16,329百万円 



（１株当たり情報） 

(注)1. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

2. １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

前中間会計期間 
(自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年4月１日 
至 平成19年9月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日) 

１株当たり純資産額 78.68円 

１株当たり中間純利益金額 39.71円 

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 

30.18円 

１株当たり純資産額 282.29円 

１株当たり中間純利益金額 151.44円 

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 

110.90円 

１株当たり純資産額 146.09円 

１株当たり当期純利益金額 111.10円 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 

82.43円 

 
前中間会計期間末
平成18年9月30日 

当中間会計期間末
平成19年9月30日 

前事業年度末 
平成19年3月31日 

純資産の部の合計額 (百万円) 28,558 45,543 37,170 

純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) 19,203 11,960 19,804 

（うち優先株式発行価額） (18,600) (11,500) (18,600) 

（うち優先配当額） (603) (460) (1,204) 

普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 (百

万円) 
9,354 33,583 17,366 

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期

末(期末)の普通株式の数 (株) 
118,881,966 118,965,838 118,874,458 

 
前中間会計期間

(自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年4月１日 
至 平成19年9月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日) 

１株当たり中間(当期)純利益金額      

中間(当期)純利益 (百万円) 5,442 18,681 14,509 

普通株主に帰属しない金額 (百万円) 770 671 1,371 

（うち優先配当額） (603) (460) (1,204) 

（うち優先株式の償還差額） (167) (211) (167) 

普通株式に係る中間(当期)純利益 (百万円) 4,671 18,009 13,137 

普通株式の期中平均株式数 (株) 117,480,531 118,916,819 118,248,842 

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金

額 
     

中間(当期)純利益調整額 (百万円) 770 671 1,371 

（うち優先配当額） (603) (460) (1,204) 

（うち優先株式の償還差額） (167) (211) (167) 

普通株式増加数 (株) 62,709,269 49,521,208 57,762,871 

（うち優先株式） (59,043,547) (46,531,302) (54,368,153) 

（うち新株予約権） (3,665,722) (2,989,906) (3,394,718) 



(2)【その他】 

訴訟 

当社は、当社が分譲いたしました横須賀市のマンションにおいて、施工上の不具合等があることが判明したこ

とから、当該マンションの区分所有者及び管理組合法人に対し補修改善工事等の提案を申し入れ、協議を行って

まいりましたが、相互間の合意を得ることができなかったことにより、区分所有者及び管理組合法人より瑕疵担

保責任等に基づく損害賠償請求訴訟（請求額：5,087百万円及び附帯する年5％の割合による遅延損害金並びに訴

訟費用）を東京地方裁判所に提訴されており、現在係争中であります。 

当社といたしましては、当社の提案する補修改善工事内容は第三者機関にも適切な補修方法として評価いただ

いており、当社の提案する方法による補修が適切であるとの主張が認められるものと考えております。 



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1) 有価証券報告書 

事業年度(第38期) (自 平成18年4月1日  至 平成19年3月31日)平成19年6月28日関東財務局長に提出。 

(2) 有価証券報告書の訂正報告書 

平成19年10月29日関東財務局長に提出  

事業年度(第34期) (自 平成14年4月1日  至 平成15年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。

平成19年10月29日関東財務局長に提出  

事業年度(第35期) (自 平成15年4月1日  至 平成16年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。

平成19年10月29日関東財務局長に提出  

事業年度(第36期) (自 平成16年4月1日  至 平成17年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。

平成19年10月29日関東財務局長に提出  

事業年度(第37期) (自 平成17年4月1日  至 平成18年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。

平成19年10月29日関東財務局長に提出  

事業年度(第38期) (自 平成18年4月1日  至 平成19年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。

(3) 半期報告書の訂正報告書 

平成19年10月29日関東財務局長に提出  

中間会計期間(第38期中) (自 平成18年4月1日  至 平成18年9月30日)の半期報告書に係る訂正報告書でありま

す。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成１８年１２月１８日

株式会社コスモスイニシア    

  代表取締役社長 町田 公志 殿  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 鈴木 啓之  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 今井 靖容  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 水野 友裕  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社コスモスイニシアの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平

成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連

結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。こ

の中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

  当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社コスモスイニシア及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成１９年１２月１７日

株式会社コスモスイニシア    

  代表取締役社長 町田 公志 殿  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 鈴木 啓之  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 今井 靖容  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 坂田 純孝  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 水野 友裕  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社コスモスイニシアの平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会

計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を

行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

  当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社コスモスイニシア及び連結子会社の平成１９年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する中間連結会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成１８年１２月１８日

株式会社コスモスイニシア    

  代表取締役社長 町田 公志 殿  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 鈴木 啓之  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 今井 靖容  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 水野 友裕  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社コスモスイニシアの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第３８期事業年度の中間会計期間（平

成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書

及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

  当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社コスモスイニシアの平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平

成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成１９年１２月１７日

株式会社コスモスイニシア    

  代表取締役社長 町田 公志 殿  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 鈴木 啓之  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 今井 靖容  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 坂田 純孝  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 水野 友裕  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社コスモスイニシアの平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第３９期事業年度の中間会

計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間

損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

  当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社コスモスイニシアの平成１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平

成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 
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